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Ⅱ　中国民法総則の条文について
第四章　非法人組織

【非法人組織の定義・範囲】

第１０２条　非法人組織は，法人資格を有しないが，法に基づき自己名義で民事活

動を行うことができる組織である。

２　非法人組織は，個人独資企業，パートナーシップ企業，法人格を有しない専業

サービス機構等を含む。

　　本条は非法人組織の定義及び範囲に関する規定である（新設）。

　　　１）中国の経済社会の発展に伴い，実際の生活では法人資格のない大量の組織が自

己名義により各種の民事活動を行っている。これらの組織に対して民事主体の地

位を付与することは，同組織が民事活動を実施する上で有益であり，その他の法

律規定1ともリンクできる。そこで本法第四章では，自然人，法人以外の第三の

民事主体として「非法人組織（法人でない組織）」について「法人資格を有しな

いが，法に基づき自己名義で民事活動を行うことができる組織」と定義したうえ

で一連の関連規定を置いている。

　　　２）本条１項は非法人組織の定義規定であり，非法人組織の特徴は次のとおりであ
る。①非法人組織は自然人とは異なる一種の組織体であり，これは非法人組織と

法人の共通点である。②非法人組織は法人資格を有しない。非法人組織と法人の

最大の違いは，非法人組織は独立して民事責任を負担できず，非法人組織の責任

は，最終的に設立者又は出資者が無限責任を負う点である。③法人と同様に，非

法人組織は自己名義により民事活動を行うことができ，非法人組織は権利能力・

行為能力を有し，民事権利を享有・行使し，民事義務を負うことができる。

　　　３）本条２項は非法人組織の範囲に関する規定であり，個人独資企業2，パートナー

1 例えば民事訴訟法４８条「１項：公民，法人及びその他の組織は，民事訴訟の当事者となることがで
きる。」「２項：法人は，その法定代表者が訴訟を行う。その他の組織は，その主たる責任者が訴訟を
行う。」，契約法２条「１項：本法における契約とは，平等な主体である自然人，法人，その他の組織
の間において，民事権利義務関係を発生させ，変更し，又は消滅させる合意をいう。」参照。但し，「そ
の他の組織」と「非法人組織」の内包・外延とは完全には一致しない。
2 個人独資企業法２条によると，個人独資企業は同法に従って中国国内に設立され，１名の自然人が出
資し，財産は出資者個人が所有し，出資者がその個人財産により企業債務に対して無限責任を負う経
営実体である。
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シップ企業3，法人資格を有しない専門サービス機構4等の典型的な非法人組織を

列挙している。本項では数種類の典型的な非法人組織のみを列挙しているため，

その他組織体が非法人組織に属するか否かは，具体的状況に基づき判断する必要

がある。例えば，中外合作経営企業法及び外資企業法の規定によると，中外合作

経営企業，外資企業は中国法の法人要件に関する規定に適合する場合にのみ，法

に基づき中国の法人資格を取得できるが，法人要件に適合しない場合は，非法人

組織に属する。

　※参考文献5 ①３２４－３２７頁，②３４１－３４４頁，③２６９－２７１頁，④２４

４－２４７頁参照。

【非法人組織の設立手続】

第１０３条　非法人組織は，法律の規定に従って登記しなければならない。

２　非法人組織の設立について法律，行政法規の規定が関係機関の許認可を必要と

する場合，その規定による。

　　本条は非法人組織の設立手続に関する規定である（新設）。

　　　１）本条１項は非法人組織設立のための登記手続に関する規定である。この点，立

法過程では非法人組織を設立する場合に一律に登記を行う必要があるか否かにつ

いて異なる意見が存在した。全ての非法人組織に登記による設立を要求する必要

はなく，特に一部の分散型組織に対しても登記を要求するのは厳格過ぎるとの意

見があった。また非法人組織は一種の独立した民事主体類型であり，登記によっ

て初めて取引の相手方は識別することができることから，非法人組織に登記によ

る設立を要求することが取引安全の維持に有益との意見もあった。上述の各意見

を総合した結果，本条では，非法人組織は法律規定に従って登記しなければなら

ない旨を定める。

　　　　　例えば非法人組織に関わる「パートナーシップ企業法」９条では，パートナー

シップ企業の設立を申請する場合，企業登記機関に登記申請書，パートナーシッ

プ契約書，パートナーの身分証明等の文書提出を必要とする。また「個人独資企

業法」９条では，個人独資企業の設立を申請する場合，出資者又はその委託を受

けた代理人が個人独資企業所在地の登記機関に設立申請書，出資者の身分証明，

3 パートナーシップ企業法２条によると，パートナーシップ企業は自然人，法人及びその他組織が本法
に従って中国国内で設立した一般パートナーシップ企業及び有限パートナーシップ企業である。
4 法人資格を有しない専門サービス機構としては主に法人資格を有しない弁護士事務所（律師法１５条
２項），会計士事務所（公認会計士法２３条）等である。
5 引用参考文献は①李適時主編，張荣順副主編『中華人民共和国民法総則釈義』（法律出版社・
２０１７），②張荣順主編『中華人民共和国民法総則解読』（中国法制出版社・２０１７），③贾東明主
編『中華人民共和国民法総則　解釈と適用』（人民法院出版社・２０１７），④石宏主編『中華人民共
和国民法総則　条文説明，立法理由及び関連規定』（北京大学出版社・２０１７）である。
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生産経営場所の使用証明等の文書提出を必要とする。

　　　２）本条２項は非法人組織設立のための前置手続である許認可に関する規定である。

つまり非法人組織を設立する場合に関係機関の許認可を要する旨を法律，行政法

規が規定する場合6には，法律，行政法規の規定に従って関連手続を行わなけれ

ばならない。従って，法律，行政法規のみが非法人組織の設立のための許認可手

続について規定する権限を有し，地方性法規，規章等のその他規範性文書では非

法人組織設立の関連手続について規定できない。

　※参考文献 ①３２７－３２８頁，②３４４－３４６頁，③２７２－２７３頁，④２４

７－２４８頁参照。

【非法人組織の民事責任】

第１０４条　非法人組織の財産が債務の弁済に不足する場合，その出資者又は設立

者は無限責任を負う。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

　　本条は非法人組織の民事責任に関する規定である（新設）。

　　　１）非法人組織の民事責任の負担につき，立法過程では非法人組織の債務はまず非

法人組織が処分権を有する財産で弁済し，不足部分は出資者又は設立者が責任を

負担すべきであり，そうしてこそ非法人組織の独立した民事主体としての価値を

十分具現化できるとの意見があった。また非法人組織そのものは必ずしも独立し

た財産所有権を有しないため，非法人組織の債務負担順序を規定すべきではなく，

債権者は非法人組織又は出資者，設立者のいずれかを選択して責任負担を請求可

能にすべしとの意見もあった。さらに，非法人組織の債務負担について，現行の

法律規定は必ずしも一致しておらず，具体的状況に基づき個別具体的に判断する

必要があるから，一概に論ずべきでないとの意見もあった。

　　　　　上述の各意見を総合して，本条では非法人組織の民事責任負担について規定す

る。非法人組織の債務は，まず非法人組織がその処分可能財産によって弁済でき，

弁済に不十分である場合，出資者又は設立者が非法人組織の債務に対して無限責

任を負わなければならず，つまり設立者又は出資者が全ての弁済責任を負わなけ

ればならない7。

　　　２）非法人組織の民事責任負担につき，本法で設立者又は出資者が無限責任を負う

旨の一般規定を定めるだけでなく，法律で特別規定を定めることができる。特別

規定を定める法律としては「パートナーシップ企業法」「弁護士法」等がある。

　　　　　まず，パートナーシップ企業の民事責任負担は，パートナーシップ企業の類型

6 外資企業法６条，中外合作経営企業法５条，弁護士法１８条，公認会計士法２５条等参照。
7 例えば「公認会計士法」２３条２項では，パートナーはパートナーシップにより設立した会計士事務
所の債務に対して連帯責任を負い，「個人独資企業法」２条では，個人独資企業の出資者はその個人財
産により企業の債務に対して無限責任を負うと定める。
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によって異なる。「パートナーシップ企業法」２条２項では「一般パートナーシッ

プ企業は一般パートナーシップからなり，パートナーはパートナーシップ企業の

債務について無限連帯責任を負う。本法に一般パートナーの責任負担形式につい

て特別規定がある場合，その規定による」と定める。さらに同法３９条では，パー

トナーシップ企業が期限到来債務を弁済できない場合，パートナーが無限連帯責

任を負う旨を明確にする（さらに特殊な一般パートナーシップ企業に関する同法

５７条参照8）。同法２条３項によると，有限パートナーシップ企業は一般パート

ナー及び有限パートナーからなり，一般パートナーはパートナーシップ企業の債

務に対して無限連帯責任を負い，有限パートナーはその引き受けた出資額を限度

としてパートナーシップ企業の債務について責任を負う。

　　　　　次に「弁護士法」１６条によると，個人弁護士事務所の設立者は弁護士事務所

の債務に対して無限責任を負い，同法１５条２項によると，パートナーシップ弁

護士事務所は一般パートナーシップ又は特殊な一般パートナーシップ形式により

設立できる。これらの規定によれば，パートナーシップ企業及びパートナーシッ

プ形式の弁護士事務所の民事責任について設立者が無限責任を負うか否かは，具

体的状況に基づき判断する必要がある。

　※参考文献 ①３２８－３３０頁，②３４６－３４８頁，③２７３－２７４頁，④２４

８－２５０頁参照。

【非法人組織の代表者】

第１０５条　非法人組織は，当該組織を代表して民事活動を行う者を一人又は数人

確定することができる。

　　本条は非法人組織の代表者に関する規定である（新設）。

　　　１）非法人組織は組織体として，法人と同様に，自然人を代表者として確定し，当

該組織を代表して意思表示を行い，意思表示を受領し，民事活動を行う必要があ

る。非法人組織の代表者は，対外的に非法人組織名義によって民事活動を行い，

相手方と民事法律関係を形成できる。

　　　２）本条によると，非法人組織の代表者は１名でも複数名でもよい。非法人組織の

設立者，出資者は法に基づき非法人組織の定款又は関連契約によって非法人組織

の代表者の人数・権限を確定できる。例えば非法人組織に関わる「パートナーシッ

プ企業法」２６条２項は，パートナーシップ契約の約定又はパートナー全員の決

8 パートナーシップ企業法５７条によれば，特殊な一般パートナーシップ企業の１名又は複数名のパー
トナーが業務活動において故意・重過失によりパートナーシップ企業に債務を生じさせた場合，無限
責任又は無限連帯責任を負い，その他のパートナーはそのパートナーシップ企業における財産持分を
限度として責任を負う。パートナーが業務活動において故意・重過失によらずにパートナーシップ企
業に生じさせた債務及びパートナーシップ企業のその他債務は，パートナー全員が無限連帯責任を負う。
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定に従って，１名又は複数名のパートナーに委託し，対外的にパートナーシップ

企業を代表してパートナーシップ事務を執行させることができる旨を定める。「中

外合作経営企業法実施細則」３１条では，董事長又は主任は合作企業の法定代表

者であり，董事長又は主任が特別な原因により職務を履行できなくなった場合，

副董事長，副主任又はその他董事，委員に権限を付与し，対外的な合作企業の代

表者としなければならない旨を定める。「外資企業実施細則」２４条では，外資

企業の法定代表者はその定款規定に従って，外資企業を代表して職権を行使する

責任者であり，法定代表者がその職権を履行できない場合は，書面形式により代

理人に委託し，その職権の行使を代行させなければならない旨を定める。

　※参考文献 ①３３０－３３１頁，②３４８－３４９頁，③２７４－２７５頁，④２５

０－２５１頁参照。

【非法人組織の解散事由】

第１０６条　次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，非法人組織は解散

する。

（一）定款に定める存続期間が満了し，又は定款に定めるその他の解散事由が現れ

たとき

（二）出資者又は設立者が解散を決定したとき

（三）法律が規定するその他の状況

　　本条は非法人組織の解散事由に関する規定である（新設）。

　　　１）非法人組織の解散は，非法人組織の終了原因であり，非法人組織の民事主体資

格が喪失し，権利能力及び行為能力を喪失することを意味する。非法人組織の解

散事由は非法人組織の解散をもたらす法律事実である。

　　　２）本条によると，非法人組織の解散事由は次のとおりである。

　　　　①非法人組織の定款に定める存続期間が満了すること（第１号前段）：非法人組

織を設立した際に，設立者又は出資者が定款で存続期間を明確に規定し，存続

期間が満了した後，設立者又は出資者に非法人組織の存続を継続する意思がな

い場合，非法人組織は解散しなければならない。

　　　　②非法人組織の定款に定めるその他解散事由が発生すること（第１号後段）：非

法人組織は出資者又は設立者の合意により形成された組織体であり，その出資

者又は設立者は私的自治原則に基づき，非法人組織を設立する際に，特定事由

が発生した場合に非法人組織が解散する旨を定款で取り決めることができると

ころ，約定した解散事由が一旦発生した場合，非法人組織は解散しなければな

らない。

　　　　③出資者又は設立者が解散を決定すること（第２号）：非法人組織の存続期間に，

出資者又は設立者が，非法人組織を設立するという目的が既に実現し，実現不
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能であることが判明し，又はその他事由により非法人組織の存続の継続を希望

しない場合，自己の意思に従って非法人組織の解散を決定できる。

　　　　④法律に定めるその他解散事由があること（第３号）：非法人組織の解散につき，

異なる類型の非法人組織について，関連法ではその解散事由に関する規定を置

いている（パートナーシップ企業法８５条，個人独資企業法２６条参照）。

　※参考文献 ①３３１－３３２頁，②３４９－３５１頁，③２７５－２７６頁，④２５

１－２５２頁参照。

【非法人組織の清算】

第１０７条　非法人組織が解散する場合，法に基づき清算を行わなければならない。

　　本条は非法人組織の清算に関する規定である（新設）。

　　　１）非法人組織の清算は，非法人組織の解散後に，法に基づき清算人を確定し，既

存業務を整理，終了し，債権債務関係を終了する活動である。非法人組織の清算

については各関連法にも特別規定がある。

　　　　　例えば，「個人独資企業法」第四章では個人独資企業の解散と清算手続につい

て規定しており，個人独資企業が解散した後は出資者が自ら清算を行うか又は債

権者が人民法院に清算人の指定及び清算の実施を申し立て，清算人は債権者に債

権を申告するよう通知しなければならない旨を定め，さらに個人独資企業財産の

弁済順序について定める。清算期間中，個人独資企業は清算目的と関係のない経

営活動を行ってはならず，債務弁済前に，出資者は財産を移転，隠匿してはなら

ない。清算終了後，登記機関で抹消登記手続を行わなければならない。また「パー

トナーシップ企業法」にはパートナーシップ企業の清算に関する具体的規定があ

り，パートナーシップ企業が解散する場合，清算人が清算を行わなければならず，

清算人はパートナー全員，一部のパートナー，又は人民法院が指定した者が就任

する（同８６条）。パートナーシップ企業の清算人が執行する事務は，①パートナー

シップ企業の財産を整理し，貸借対照表・財産リストを個別に作成する。②関連

パートナーシップ企業の終了していない事務を清算，処理する。③未納税金を納

付する。④債権・債務を整理する。⑤パートナーシップ企業の債務弁済後の残余

財産を処理する。⑥パートナーシップ企業を代表して訴訟又は仲裁活動に参加す

る（同８７条）。清算が終了した場合，清算人は清算報告を作成し，パートナー

全員が署名捺印した後，１５日以内に企業登記機関に清算報告を提出し，パート

ナーシップ企業の抹消登記手続を申請しなければならない（同９０条）。

　　　　　以上のように，法律に特定の非法人組織の清算に関する特別規定がある場合，

清算人は当該規定に従って清算活動を行わなければならない。

　　　２）出資者・設立者は，非法人組織に解散事由が発生した後，非法人組織を解散し，

清算人を指定し，清算活動を行わなければならない。非法人組織の清算人は，非
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法人組織の設立者・出資者が確定し，又は法律所定の方式に従って確定できる。

清算人は非法人組織の出資者・設立者，設立者・出資者が委託した者，又は法律

に定めるその他の者のいずれでもよい。清算人の職責は，通常，既存業務の終了，

債権回収，債務弁済及び残余財産の引継ぎ等を含む。清算期間中，非法人組織は

清算目的と関係のない活動を行ってはならない。非法人組織の清算完了後，法に

基づき登記を行う必要がある非法人組織は，登記機関で抹消登記手続を行う必要

があり，抹消登記手続の完了後に非法人組織は終了消滅する。

　※参考文献 ①３３２－３３３頁，②３５１－３５２頁，③２７６－２７７頁，④２５

２－２５４頁参照。

【法人規定の参照適用】

第１０８条　非法人組織には，本章の規定を適用するほか，本法第三章第一節の関

係規定を参照適用する。

　　本条は法人規定の参照適用に関する規定である（新設）。

　　　非法人組織は独立した民事主体として，一定の特殊性を有するが，法人に相対する

民事主体として，非法人組織は同様に組織体としての法人との間に多くの類似性を有

する。本章では非法人組織の一般規定のみを規定しているが，規定のない非法人組織

の住所，清算手続，支部組織等については，第三章「法人」第一節「一般規定」の関

係規定を参照適用する。

　※参考文献 ①３３３－３３４頁，②３５３頁，③２７８頁，④２５４頁参照。

第五章　民事権利

　民事権利の保護は，民事立法における重要な任務であり，民法総則第五章では「民事権

利」として民事権利の種類，内容，権利の取得と行使等を規定する（１０９条－１３２条）。

その目的は，公民の権利保障の法治化を実現すること，及び財産権保護制度の整備に関す

る党中央委員会の要求を徹底して実施し，民事権利の尊重を強調し，民事権利の保護を強

化し，民法典各分編と民商事特別法が具体的に規定している民事権利に根拠を提供する点

にある。

【人身の自由，人格の尊厳】

第１０９条　自然人の人身の自由，人格の尊厳は，法律の保護を受ける。

　　本条は自然人の人身の自由，人格の尊厳は法律で保護される旨の規定である（新設）。

１　立法理由・背景

　　　憲法では人身の自由，人格の尊厳を高度に重視して特に規定されている。「中華人

民共和国憲法」３７条は「中華人民共和国公民の人身の自由は侵害を受けない。」「い

かなる公民も，人民検察院の承認もしくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て，
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公安機関が執行するのでなければ，逮捕されない。」「不法な拘禁及びその他の方法に

よる公民の人身の自由を不法に剥奪又は制限することを禁止し，公民の身体に対する

不法な検査を禁止する。」とし，同３８条は「中華人民共和国公民の人格の尊厳は，

侵害されない。いかなる方法によっても公民を侮辱，誹謗又は誣告して陥れることを

禁止する。」と定める。これらに基づいて，民法総則では第五章「民事権利」の冒頭

でこれに関する特別規定を置き「自然人の人身の自由，人格の尊厳は，法律の保護を

受ける」と明確に規定している。

２　条文説明

　　　１）人身の自由は，自然人が社会の各活動に自主的に参加し，各種の社会関係に参

加し，その他人身権及び財産権を行使することを基本的に保障するものであり，

自然人がその他全ての権利を行使するための前提であり基礎でもある。

　　　２）人格の尊厳は，人身権に関する重要な内容であり，氏名権，名誉権，栄誉権，

肖像権，プライバシー権等に関わる。人格の尊厳は侵害を受けないことが，自然

人の人としての基本的条件の１つであり，社会文明の進歩を示す基本的内容であ

る。

　　　３）一部の国・地域の民法も，人格の尊厳又は自由に関する規定を置いている。例

えばフランス民法典１６条は，法律は人の至上の地位を確保し，人の尊厳に対す

るいかなる侵害も禁止し，一人一人が生命の開始した時点から尊重されることを

保証する旨を定め，日本民法２条では，本法は個人の尊厳と両性の本質的平等を

旨として解釈しなければならないと定める。中国台湾地区民法１７条２項は，自

由の制限は，公の秩序及び善良の風俗に反しないことを限度とする旨規定する。

このように，人身の自由，人格の尊厳は自然人の重要な権利である。

　※参考文献 ①３３５－３３８頁，②３５４－３５７頁，③２７９－２８１頁，④２５

５－２５７頁参照。

【民事主体の人格権】

第１１０条　自然人は，生命権，身体権，健康権，氏名権，肖像権，名誉権，栄誉

権，プライバシー権，婚姻自主権等の権利を享有する。

２　法人，非法人組織は，名称権，名誉権，栄誉権等の権利を享有する。

　　本条は民事主体の人格権に関する規定である。人格権は民事主体の人格上に存在する
権利であり，民事主体がその特定の人格に対して有する権利である。

１　立法理由・背景

　　　１）この点，２０１６年２月意見募集稿では，人身権が財産権の後に規定されてい

たが，意見募集過程では本法２条・民法の調整対象に関する規定と一致させて，

本章の民事権利に関する規定では人身権を前にして財産権を後にすべしとの意見

があった。検討の結果，同意見が採用され，草案一審稿以後の民事権利の章では，
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人身権を前にし，財産権を後にする順序で規定されている。

　　　２）立法過程では，信用は民事主体の経済能力に対する社会的評価であり，信用権

は市場経済における重要な権利であって「信用権」を独立の人格権として規定す

べしとの意見もあった。また民法通則及び権利侵害責任法では名誉権について規

定しており，信用毀損は名誉毀損における一状況であるとの意見もあった。理論

的に言えば，信用は民事主体の経済能力に対する社会的評価であり，名誉は民事

主体の品性・人徳，才能その他素質に対する社会的な総合評価であり，それには

信用の内容が既に含まれており，他人の名誉を毀損した場合と他人の信用を毀損

した場合の民事責任も同様であり，信用を名誉から分離して単独に規定する必要

はない。実務状況から見ると，司法実務では名誉権に対する保護を通じて信用に

対する保護が行われており，実際のニーズを満たすこともできる。以上のことか

ら，本条では信用権について規定していない。

２　条文説明

（１）自然人の人格権（本条１項）

　　　１）生命権：自然人の生命の安全の利益を内容とする権利であり，それは生命の安

全及び生命の維持を客体として，人の生命活動の継続維持を基本的内容とする。

生命権は自然人が有する最も基本的な人格権である。この点，「民法通則」９８

条は，公民は「生命健康権」を有する旨を定めていた。しかし，生命権と健康権

では権利内容に違いがあり，現行「権利侵害責任法」でも既に生命権と健康権を

２種類の異なる民事権利として規定していること（同法２条２項）から，本条で

は権利侵害責任法の規定を踏襲して，生命権及び健康権とを分けて規定している。

　　　２）身体権：自然人がその身体の組織の完全な状態を保持し，肉体，器官及びその

他身体組織を支配する権利である（新設）。生命の担い手として自然人の身体は

法律上保護され，いかなる者も不法に侵害してはならず，「身体」には頭部，胴体，

四肢，器官及び毛髪・爪等が含まれる。身体権は生命権，健康権とも密接な関係

があり，自然人の身体への侵害はしばしば自然人の健康を害し，さらにはその生

命を奪う。しかし生命権，健康権と身体権が保護する自然人の具体的な人格利益

には違いがあり，生命権は自然人の生命継続の保護を内容とし，健康権は身体の

各組織及び全体機能の正常状態の保護を内容とし，身体権は身体組織の完全な状

態及び身体組織に対する支配の保護を内容とする。他人が自然人の身体を侵害し

て自然人の組織・機能を不正常状態に至らしめた場合，侵害を受けるのは自然人

の健康権であって身体権ではない。他人が自然人の身体を侵害したが自然人の組

織・機能の正常状態を侵害していない場合，侵害を受けるのは自然人の身体権の

みであり，健康権ではない9。

9 例えば，甲が乙の同意を得ずに乙の長髪を切った場合は，乙の身体の組織及び機能は正常であって侵
害を受けていないが，甲は乙の自己の身体組織の完全な状態及び身体組織に対する支配を侵害したこ
とより，乙の身体権を侵害したことになる（参考文献①３３９頁参照）。
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　　　３）健康権：自然人がその肉体の生理的機能が正常に働き，作用が完全な形で発揮

される状態を維持することを内容とする権利である。

　　　４）氏名権［姓名权］：自然人が自己の氏名を決定，使用し，規定に従って変更す

る権利である。「民法通則」９９条１項では，公民は氏名権を有し，自己の氏名

を決定，使用し，規定に従って変更する権利を有し，他人による干渉，盗用，詐

称を禁止していた。

　　　５）肖像権：自然人が自己の肖像に具現化された精神的利益及び物質的利益に対し

て有する権利である。「民法通則」１００条では，公民は肖像権を有し，本人の

同意を得ずに，営利を目的として公民の肖像を使用してはならない旨を規定して

いた。

　　　６）名誉権：自然人がその自己の属性及び価値により獲得した社会的評価について，

それらを保有し，維持する権利である。「民法通則」１０１条では，公民，法人

は名誉権を有し，公民の人格の尊厳は法律で保護され，侮辱，誹謗等の方式によ

る公民，法人の名誉を侵害することを禁止していた。

　　　７）栄誉権：自然人がその獲得した栄誉及びその利益を保持，支配する権利である。

「民法通則」１０２条では，公民，法人は栄誉権を有し，公民，法人の栄誉称号

の不法な剥奪を禁止していた。

　　　８）プライバシー権：自然人の個人生活の平穏と個人生活の情報が法により保護を

受け，他人に侵害，了知，使用，開示及び公開されない権利である（新設）。

　　　　　中国民法においてプライバシー権が規定されるまで，以下の過程が存在した。

まず，１９８６年「民法通則」１０１条は，公民，法人は名誉権を有し，公民の

人格の尊厳は法律で保護され，侮辱，誹謗等の方式による公民，法人の名誉侵害

を禁止する旨を規定した。同１２０条は，公民の氏名権，肖像権，名誉権，栄誉

権が侵害された場合，侵害停止，名誉回復，影響除去，謝罪を要求する権利を有

し，損害賠償を求めることができる旨を定めた。次に，１９８８年「『民法通則』

の貫徹執行における若干問題に関する最高人民法院の意見（試行）」１４０条１

項では「書面，口頭等の形式により他人のプライバシーを吹聴する，又は事実を

捏造し公然と他人の人格を貶める，及び侮辱，誹謗等の方式により他人の名誉を

侵害し，一定の影響を与えた場合，公民の名誉権を侵害する行為であると認定し

なければならない」と定めた。２００１年「民事権利侵害による精神的損害賠償

責任の確定における若干問題に関する最高人民法院の解釈」１条２項では，社会

公共利益，社会道徳に反して，他人のプライバシー又はその他人格的利益を侵害

し，被害者が権利侵害を理由に人民法院に訴訟を提起し，精神的損害賠償を請求

した場合，人民法院は受理しなければならない旨を定めた（当時は法律に明確な

規定がなかったことから，司法機関はプライバシー権について主に間接保護方式

を採用していた）。

　　　　　１９９０年代初頭，未成年者保護法，婦女権益保障法では，「いかなる組織及
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び個人も未成年者の個人のプライバシーを開示してはならない」，「婦人の名誉権

及び人格の尊厳は法律で保護される。侮辱，誹謗，プライバシーの吹聴等の方式

による婦人の名誉及び人格の毀損を禁止する」と規定していた。その後，一部の

法律でも相次いでプライバシーの表現が用いられた。２００５年「婦女権益保障

法」改正時に，「婦人の名誉権，栄誉権，プライバシー権，肖像権等の人格権は

法律で保護される」と規定されたが，これは法律上初めて「プライバシー権」の

表現が明確に用いられた例である。さらに２００９年「権利侵害責任法」２条１

項は，民事権益を侵害した場合，本法に従って権利侵害責任を負わなければなら

ない旨を定め，同第２項で列挙する民事権益にはプライバシー権が含まれ，これ

によってプライバシー権が民事権利として民事基本法で明確にされた10。このよ

うにプライバシー権は民事権利の１つとして既に立法，司法，理論において共通

認識となっていることから，今回の民法総則制定では本条にプライバシー権の関

連規定が追加されたものである。

　　　　　プライバシー権の特徴は次のとおり。①プライバシー権の内容は秘密性を有し，

権利者はその公開を望まず，又は他人による不法な干渉を望まない。②プライバ

シー権の内容は真実性を有し，客観的に存在する事実である。これにより名誉権

の侵害行為とプライバシー権の侵害行為は区別され，プライバシー権侵害事件に

おいて，加害者はその公開した事実が真実であることを理由に責任を免れること

はできず，事実を捏造，歪曲し，他人のイメージを侵害する行為は名誉権侵害に

属し，当事者が公開を望まない事実に属する状況を散布する行為はプライバシー

権侵害に属する。③プライバシー権は他の民事権利と同様に，その保護は公共利

益の制限を受ける。プライバシー権の主張は法律の強行規定及び公序良俗に反し

てはならず，他人の権利利益を侵害してはならない。

　　　９）婚姻自主権：自然人の結婚，離婚の自由が他人の干渉を受けない権利である。

「民法通則」１０３条は，公民は婚姻自主権を有し，売買婚，許婚及び婚姻の自

由に干渉するその他行為を禁止する旨を，「婚姻法」３条１項は，「許婚，売買婚

及び婚姻の自由に干渉するその他行為を禁止する。婚姻を利用した財物の取立て

を禁止する。」と定めていた。

（２）法人，非法人組織の人格権（本条２項）

　　　１）名称権：この点，「民法通則」９９条２項では，法人，個人商工業世帯，個人パー

トナーシップは名称権を有し，企業法人，個人商工業世帯，個人パートナーシッ

プは自己の名称を使用し，法に基づき譲渡する権利を有する旨規定していた。

　　　２）名誉権：法人，非法人組織がその自己の属性及び価値により獲得した社会的評

10 権利侵害責任法３６条は，インターネットユーザー，インターネットサービスプロバイダはインター
ネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合，権利侵害責任を負担すべき旨を規定するが，これ
にはインターネットユーザーによる他人のプライバシー権侵害も含まれ，プライバシー権者は同法に
基づき侵害者に侵害停止，謝罪，損害賠償等を求めることができる。
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価について，それらを保有し維持する権利である。

　　　３）栄誉権：法人，非法人組織がその獲得した栄誉及び利益を保持，支配する権利

である。

　※参考文献 ①３３８－３４３頁，②３５７－３６２頁，③２８２－２８６頁，④２５

７－２６２頁参照。

【個人情報保護】

第１１１条　自然人の個人情報は，法律の保護を受ける。いかなる組織及び個人も，

他人の個人情報を取得する必要がある場合，法律に基づき取得し，かつ情報の安

全を確保しなければならない。不法に他人の個人情報を収集，使用，加工，伝達

してはならず，不法に他人の個人情報を売買，提供又は公開してはならない。

　　本条は自然人の個人情報は法律で保護される旨の規定である（新設）。

１　立法理由・背景

　　　立法過程では，一部の常務委員会委員，部門，法学研究組織，一般大衆から，実務

において一部の組織及び個人が公民の個人情報を不法に取得し，個人情報を売買し，

又は不法に他人に提供し，社会に重大な危害を生じていることから，個人情報保護に

ついて強調すべしとの意見があった。検討の結果は次のとおり。個人情報に関する権

利は，現代の情報社会において公民が有する重要な権利であり，個人情報保護を明確

にすることは公民の人格の尊厳を保護し，公民が不法な侵害を受けないようにし，正

常な社会秩序を維持することにとって現実的意義を有する。そこで民事権利の章で単

独条項の形式により，自然人の個人情報は法律の保護を受けること及びその他民事主

体たる自然人の個人情報保護に関する義務について明確に規定したものである。

２　条文説明

（１）自然人の個人情報が法律で保護されること（本条前段）

　　　１）個人情報：情報社会において，人の存在は身長，性別等の生物個体が持つ特性

に関する情報に関わる以外に，氏名，職業，宗教・信仰，消費性向，生活習慣等

の社会の構成員としての人の基本的な社会・文化情報にも関わっており，情報形

式の記録を有する人類活動が次第に増加している。

　　　　　２０１６年「サイバーセキュリティ法」７６条５号によれば，自然人の個人情

報とは，電子方式又はその他方式で記録した単独又はその他情報と組み合わせて

自然人個人の身元を識別できる，自然人の氏名，生年月日，身分証明書番号，個

人の生体認証情報，住所，電話番号等を含み，それらに限らない各種情報をいう。

個人情報の主体は自然人であり，電子的方式又は文字，図表，画像記録等のその

他方式により，単独又はその他情報と組み合わせて自然人個人の身元を識別でき
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る11。

　　　２）個人情報とプライバシー権：個人情報とプライバシー権の概念にはある程度の

重複が存在する。プライバシー権とは自然人の個人生活の平穏と個人生活に関す

る情報は法に基づき保護され，他人に侵害，了知，使用，開示及び公開されない

権利である。プライバシーと個人情報は範囲が交差し，重複する部分はプライバ

シー情報と呼ばれ，権利主体が他人に知られたくない病歴，犯罪歴等の個人情報

をいうが，個人情報には他人に知られたくないプライバシー情報のほかに，公開

できる氏名，性別等のプライバシー以外の情報も含まれる。さらに，プライバシー

は主観的なものであり，身長，住所，電話番号等の個人情報について，プライバ

シーとみなす者もいれば，公開できる情報とみなす者もいる。中国の現行法制度

に関わるプライバシー権は，生命権，健康権，氏名権，名誉権，栄誉権，肖像権

と並列の概念であり，その範囲は米国法よりも遥かに狭い。一部の個人情報の侵

害行為は，必ずしもプライバシー侵害を構成しない12。

　　　　　権利内容及び救済方式から言うと，プライバシー権とは私生活が尊重を受ける

権利であり，消極的，受動的及び防御性の特徴が多く見られる，それは侵害行為

又は侵害可能性を前提とし，人格の尊厳維持を目的として，一般的に財産的利益

を有しない。他方，個人情報が保護される権利は，世界主要国の法律から見ると，

一種の積極的，主体的な請求権とされ，個人情報が不法に収集，処理されない旨

の内容が含まれるだけでなく，権利主体がその個人情報を積極的に管理する旨の

内容も含まれる（例えば権利者はその個人情報につき他人が収集，処理及び利用

することができるか否か，どのように利用するかを決定する権利，情報処理者に

不正確，不完全な個人情報を修正し，情報の質を保証する旨要求する権利，商業

目的の個人情報利用に対し報酬を獲得する権利等である）。

　　　３）中国法の個人情報保護関連規定：中国の立法機関は自然人の個人情報保護を高

度に重視しており，個人情報保護に関する法律規定を絶えず整備している。現在，

個人情報保護は多くの法律に関わっている。権利侵害責任法では伝統的な民事権

利の観点から，氏名権，名誉権，肖像権，プライバシー権は法律上保護される民

事権利に属し，上記権利を侵害した場合，法に基づき権利侵害責任を負担すべき

旨を明記する。２０１２年１２月全国人大常務委員会は「ネットワーク情報の保

11 法律上の名称につき，ＥＵ諸国の多くでは「個人データ」，日本，ロシア，韓国では「個人情報」が
用いられ，中国台湾地区では「個人資料」「個人データ」概念が併用されている。「個人情報」「個人資料」
「個人データ」の名称は異なるが，実質的意味は基本的に類似しており，いずれも情報の「識別可能」
性に重点が置かれている。例えばＥＵの個人データ自動処理に関する保護条約では「既に識別された
又は識別可能である個人に関するあらゆる情報」と定義する（参考文献①３４４頁参照）。
12 例えば自然人の氏名は当然個人情報に属するが，プライバシー権の保護客体ではない。また肖像も
個人情報に属するが，他人の肖像を不当に利用した場合，プライバシー権ではなく肖像権侵害を構成
する。さらに他人の情報を不当に削除，不完全に記録，誤って記録する，又は不実情報に基づいて他
人の信用に誤った格付けを行う等の場合，全て他人の情報に関わる権利侵害行為に属するが，一般に
プライバシー侵害には該当しない（参考文献①３４７頁参照）。
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護の強化に関する決定」を採択し，そこではインターネット上の公民情報保護に

ついて体系的・全面的な規定が置かれ，インターネットサービスプロバイダその

他企業事業組織が公民の個人電子情報を収集，使用するにあたり従うべき原則，

秘密保持義務及び法律責任，関係部門が履行すべき職責について具体的に定めて

いる。

　　　　　さらに，多くの法律にも自然人の個人情報保護に関する規定がある（例えば「商

業銀行法」２９条の銀行の預金者の預金情報保護，「執業医師法」２２条の医師

の患者プライバシー保護，「住民身分証法」１９条の国家機関又は関係組織は公

民の個人身分情報を漏えいしてはならない規定等）。これらの法律・決定では異

なる角度から各分野における自然人のプライバシー権及び個人情報を保護してい

る。一方で，自然人のプライバシー権及び個人情報の侵害行為が深刻な分野では

各当事者の権利義務が明確にされ，他方でプライバシー権及び個人情報を侵害し

た場合の民事責任，行政責任，刑事責任について規定し，ペナルティーが強化さ

れている。

（２）その他民事主体の自然人の個人情報保護に関する義務（本条中段・後段）

　　　１）いかなる組織・個人も他人の個人情報を取得する必要がある場合，法に基づい

て取得し，情報の安全を確保する義務を負う（本条中段）。民事主体は正常な生

活又は経営を行うにあたり，他人の個人情報を取得することは避け難く，例えば

銀行，保険業，速達サービス業者が従事する経営業務は顧客による個人情報の提

供を前提としており，民事主体は個人情報を取得した後に，技術的措置及びその

他必要な措置を講じ，情報の安全を確保し，個人情報の漏えい，紛失を防止する

義務を有する。

　　　２）他人の個人情報を不法に収集，使用，加工，伝送してはならず，他人の個人情

報を不法に売買，提供，公開してはならない（本条後段）。この義務は法に基づ

き自然人の個人情報を取得する組織・個人だけでなく，法に基づかずに（法律の

授権又は個人情報主体の同意を得ずに）個人情報を取得する組織・個人も対象と

なる。個人情報保護義務に違反した場合は，法に基づき民事責任，行政責任，刑

事責任を負わなければならない。

　※参考文献 ①３４３－３５０頁，②３６３－３７０頁，③２８６－２９０頁，④２６

２－２６７頁参照。

【婚姻，家族関係から生じる人身権】

第１１２条　自然人の婚姻，家族関係等により生じる人身権は法律の保護を受ける。

　　本条は婚姻，家庭関係等により生じる自然人の人身権が法律で保護される旨の規定で
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ある（民法通則１０４条対照）13。

　　　１）この点，立法過程では，婚姻，家庭関係等により生じる自然人の財産権も法律

で保護されるべきことから，人身権の後に財産権に関する規定を追加する意見が

あった。検討の結果は次のとおり。本条は婚姻，家庭関係等により生じる自然人

の人身権は法律で保護される旨の規定であり，婚姻，家庭関係等により生じる自

然人の財産権は，その種類に従って本章の財産権に関するその他の規定で保護さ

れていることから，財産権に関する規定は追加しないとされた。

　　　２）婚姻，家庭関係等により生じる自然人の人身権は主に次のとおりである。

　　　　①婚姻関係により生じる自然人の人身権：男女双方は結婚を通じて婚姻関係を形

成し，夫婦間には婚姻関係により夫婦双方の扶養の権利及び義務等の人身権が

生じる。「婚姻法」２０条では，夫婦は相互に扶養する義務を有し，一方が扶

養義務を履行しない場合に，扶養を必要とする一方は，相手方に扶養料の支払

いを求める権利を有する旨を定める。

　　　　②家庭関係により生じる自然人の人身権：家庭関係により，父母の子女に対する

親権及び監護の職責の履行により生じる権利等の自然人の人身権が生じる。本

法２７条は，父母が未成年者の監護権者である旨を定める。同３４条は監護権

者が法により監護職責を履行することにより生じる権利は，法律で保護される

旨を定める。さらに「婚姻法」２１条は，「父母は子女に対して，扶養，教育

の義務を有する。子女は父母に対して，贍養，扶助の義務を有する。父母が扶

養義務を履行しない場合，未成年又は独立して生活することができない子女は，

父母に扶養料の支払いを求める権利を有する。子女が贍養義務を履行しない場

合，労動能力を有しない又は生活が困難である父母は，子女に贍養料の支払い

を求める権利を有する」と定める。

　※参考文献 ①３５０－３５１頁，②３７０－３７１頁，③２９０－２９１頁，④２６

７－２６８頁参照。

【財産権の平等保護】

第１１３条　民事主体の財産権は法律による平等な保護を受ける。

　　本条は民事主体の財産権が法律により平等に保護される旨の規定である。

　　　１）民事主体の財産権が法律により平等に保護されることは，民法が調整する社会

関係の性質によるものである。本法２条では，民法は平等な主体である自然人，

法人及び非法人組織の間の人身関係及び財産関係を調整する旨を規定し，同４条

では，民事活動における民事主体の法的地位は一律に平等であると規定する。平

等には民事法律関係の本質的属性が集中的に反映されており，民事法律関係とそ

13 民法通則１０４条「婚姻，家庭，老人，母親及び子供は法律による保護を受ける。」「障害者の合法
的権益は法律による保護を受ける。」
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の他法律関係とを区別するための重要な差異である。そこで本条は，本法に定め

る平等原則に基づいて，単独条項の形式で民事主体の財産権が法律による平等な

保護を受ける旨を定めている（民法通則７３条，７４条３項，７５条２項，７７

条対照）14。

　　　２）本条の核心部分は「平等な保護」である。民事主体の財産権が法律によって平

等に保護されることは市場経済の内在的要求である。中国憲法では，国は社会主

義市場経済を実行する旨を規定し，また「物権法」３条３項では，国は社会主義

市場経済を実行し，全ての市場主体の平等な法的地位及び発展の権利を保障する

旨を規定する。平等は交換の前提及び基礎であり，交換が正常に実現するための

保障でもある。公平な競争，平等な保護，優勝劣敗は市場経済における基本法則

である。社会主義市場経済の条件下で，各種所有制経済が形成する市場主体は全

て平等な地位にあり，同じ権利を有し，同じ規則を遵守し，同じ責任を負う。民

事主体の財産権が平等に保護されず，紛争解決の方法，負うべき法律責任が異な

る場合，社会主義市場経済の発展は不可能であり，社会主義基本経済制度の維持・

整備も不可能である。異なる民事主体の財産権が平等に保護されない場合には，

必然的に民事主体が法に基づいて財産を創出し，蓄積する積極性が阻害され，人

民が豊かになり，国が強大になり，調和のとれた社会を構築するうえでも不利益

となる。

　※参考文献 ①３５１－３５３頁，②３７１－３７３頁，③２９１－２９２頁，④２６

８－２６９頁参照。

【物権の定義】

第１１４条　民事主体は，法に基づき物権を享有する。

２　物権は，権利者が法に基づき特定の物に対して有する直接的に支配する排他的

な権利であり，所有権，用益物権及び担保物権を含む。

　　本条は民事主体が法に基づき物権を享有する旨の規定である（物権法２条３項参
照）15。

　　　１）物権は，民事主体が法に基づいて有する重要な財産権である。この権利は権利

者が法律に定める範囲内で特定の物を直接的に支配する排他的な権利である。物

14 民法通則７３条「国の財産は，全人民の所有に属する。」「国の財産は神聖不可侵であり，いかなる
組織又は個人がこれを侵害，略奪，不法分配，不法差押え及び破壊することも禁止する。」
同７４条３項「集団所有の財産は法律の保護を受け，いかなる組織又は個人もこれを侵奪，略奪，不
法分配，破壊，不法封印，不法差押え，不法凍結又は不法没収することを禁止する。」
同７５条２項「公民の適法な財産は，法律の保護を受け，いかなる組織又は個人もこれを侵奪，略奪，
不法分配，破壊，不法封印，不法差押え，不法凍結又は不法没収することを禁止する。」
同７７条「宗教団体を含む社会団体の適法な財産は，法律の保護を受ける。」
15 物権法２条３項「本法において物権とは，権利者が法に基づき特定の物に対して有する直接的に支
配する排他的な権利であり，所有権，用益物権及び担保物権を含む。」
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権は物を直接支配する権利であることから，「絶対権」と称される。物権の権利

者は物権を有し，それ以外のいかなる者も不法に関与してはならず「対世権」と

も称される。

　　　　　物権の権利者が物を直接支配する権利を有することは，物権の主な特徴の１つ

である。各種物権はいずれも物の直接的支配を基本内容とする。「直接」とは，

権利者がその権利の実現に他人の力を必要とせず，法律に定める範囲内で，完全

に自己の意思に従って権利を行使できることである。「支配」には占有，使用，

収益及び処分の権能が全て含まれる。「直接支配」とは物に対して他人の協力を

必要とせず，権利者が物を自主的に利用できることである。直接支配にはさらに

他人の干渉を排除する意味があり，それ以外の者は物権者による権利の行使を妨

害せず，干渉してはならない。

　　　　　物権の排他性とは，１つの物の上に，所有権等の互いに対立する物権が存在で

きず，１つの物の上には１つの所有権しかないことである（例外として区分所有

権）。なお１つの物の上に複数の抵当権を設定することはできるが，抵当権が設

定された順序に従って優先的に弁済を受けることから，その間に対立は存在しな

い。

　　　２）物権の類型には所有権，用益物権及び担保物権が含まれる。

　　　　①所有権：権利者が法に基づき自己の不動産及び動産を全面的に支配する権利で

ある。所有権には占有，使用，収益及び処分の４つの権能がある。「占有」と

は財産を実際に支配・制御することであり，１つの物を保有する場合の一般的

前提が占有であり，これは財産の所有者が所有権を直接行使することを示す。

「使用」とは権利主体が財産を運用し，財産の使用価値を発揮させることであ

り，物を保有する目的は一般的に使用することである。「収益」とは財産の占有，

使用等の方式を通じて経済的効果を取得することである。物を使用し，利益を

獲得することは物を保有する目的の１つである。「処分」とは財産の所有者が

その財産に対して行う事実上及び法律上の最終的処理をいう。

　　　　②用益物権：権利者が他人の所有する不動産又は動産を法に基づき占有，使用及

び収益する権利である。「物権法」第三編以下では土地請負経営権，建設用地

使用権，宅地使用権及び地役権等の用益物権について規定する（物権法１１７

条－１６９条）。用益物権は他人が所有する不動産又は動産に対して使用，収

益の目的のために設定されることから，「用益」物権と呼ばれる。用益物権制

度は物権法制度において非常に重要な制度であり，所有権制度，担保物権制度

と共に物権制度の完全な体系を構成する。用益物権者が法律規定により有する

権利内容は次のとおり。

　　　　　ア　占有する権利：用益物権は使用，収益を目的とする物権として，権利者に

よる物に対する実際の占有を前提とする。他人の物を利用して使用収益する

場合，必然的に物を実際に支配しなければならず，占有なしに物の直接利用
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の実現は不可能である。

　　　　　イ　使用する権利：権利者は物の自然的属性，法定の用途又は約定した方式に

基づき，物を実際に利用できる。集団が所有する宅地上に居住用家屋を自ら

建設する等である。

　　　　　ウ　収益する権利：権利者は物を利用することにより経済的収入又はその他利

益を獲得できる（例えば集団が所有する土地で栽培業，林業，牧畜業等の農

業生産に従事し，生産物を売却して収益を獲得する。国が所有する土地で分

譲住宅を建造し，売却することにより収益を獲得する等）。

　　　　③担保物権：債務の履行を確保するために設定される物権であり，債務者が債務

を履行しない場合，債権者は担保財産から法に基づき優先的弁済を受ける権利

を有する。担保物権は債権の実現を保証し，取引秩序を維持し，資金融通を促

進することにとって重要な作用を営む。担保物権には抵当権，質権及び留置権

が含まれる（物権法第四編以下参照）。

　※参考文献 ①３５３－３５８頁，②３７３－３７９頁，③２９２－２９４頁，④２６

９－２７２頁参照。

【物権の客体】

第１１５条　物は，不動産及び動産を含む。法律が物権の客体として権利を規定す

る場合，その規定による。

　　本条は物権の客体に関する規定である（物権法２条２項参照）16。

　　　１）法律における物とは，主に不動産及び動産である。不動産及び動産は物権法に

おける物の分類であり，このような分類を行う理由は，主に不動産及び動産の各

自の特徴に基づいて個別規定を定めやすいからである。

　　　２）「不動産」とは移動することができない物であり，例えば土地，家屋，林木等

の土地定着物をいう。「動産」は不動産以外の移動可能な物であり，例えば自動車，

テレビ等である。物権法上の物とは有体物又は有形物をいい，有体物又は有形物

は物理的な物であり，固体，液体，気体のほかに，電気等の形状のない物も含ま

れる。いわゆる有体物又は有形物とは主に精神的産物に相対する概念であり，著

作物，商標，専利等は精神的産物であり，無体物又は無形物であり，通常は物権

制度による規制対象ではない。また，必ずしも全ての有体物又は有形物が物権制

度の規制対象ではなく，物権制度の規制対象になり得るものは人力による制御が

可能であり，利用価値を有する物でなければならない。科学技術の発展に伴い，

元々は制御・利用できなかった物が制御・利用できるようになり，物権制度の調

整範囲に組み込まれ，物権制度により規制される物の範囲も絶えず拡大している。

16 物権法２条２項「本法において物は，不動産及び動産を含む。法律により権利を物権の客体とする
旨を規定する場合，その規定による。」

ICD NEWS　第82号（2020.3） 69

ICD82G-05.indd   69 2020/02/08   11:01



　　　　　精神的産物は物権制度の調整範囲に属さないが，特定の状況下では，財産権を

担保物権の目的物とすることができ，例えば譲渡可能な登録商標専用権，専利権，

著作権等の知的財産権の中の財産権は，担保物権の目的物として質権を設定して

権利質を形成でき，この権利も物権の客体である。こうして本条では，権利を物

権の客体とする旨が法律で規定されている場合，その規定に従う旨を定めている。

　※参考文献 ①３５８－３５９頁，②３７９－３８０頁，③２９５頁，④２７２－２７

３頁参照。

【物権法定原則】

第１１６条　物権の種類及び内容は，法律により定める。

　　本条は物権法定主義に関する規定である（物権法５条参照）17。

１　立法理由・背景

　　　物権は重要な民事権利であり，直接支配権の一種であり，「絶対権」「対世権」と称

され，権利者が他人の協力を必要とせず，物を自主的に利用することができる。この

点，債権の実現には多くの状況下では債務者の積極的な協力が必要であるのに対し，

物権関係では物権者による権利行使を妨害，干渉しない点こそが重要であり，物権者

はその権利を実現し，物を利用し，収益を享受する目的を実現できる。債権の権利義

務は当事者間に生じ，自由意思の法則に従って，具体的内容は当事者が約定し，内容

をいかにして約定するかは原則的に当事者が決定するのに対し，物権の権利者が権利

を行使する場合，物権者以外の全ての者に対して拘束力を有し，物権者以外のいかな

る者も物権を尊重し，権利者による物権行使に干渉してはならない。その間の権利義

務は権利者が一方的に決定することはできず，ある権利者と複数の義務者が決定する

ことも困難であり，権利者と義務者の間の権利義務は法律で決定しなければならず，

権利者と義務者の間の規定も法律でしか規定することができない。

２　条文説明

　　　１）物権法定主義の「法」とは「法律」，すなわち全国人大及びその常務委員会が

制定する法律をいい，行政法規，地方性法規で規定できる旨が法律で明確に規定

されている場合を除いて，一般には行政法規及び地方性法規は含まれない。なお，

物権法定主義の法律には，物権法のほかに，土地管理法，都市不動産管理法，鉱

物資源法，草原法，森林法，海域使用管理法，漁業法，海商法，民用航空法等の

その他法律も含まれることであり，多くの法律に物権に関する規定がある。

　　　２）物権法定主義には主に２つの意味がある。第１に物権は法律で規定するもので

あり，当事者が自由に物権を創設することはできない。第２に物権法定主義に違

反して設定された「物権」は効力を有しない。本条所定の「物権の種類及び内容

17 物権法５条「物権の種類及び内容は，法律により定める。」
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は，法律により定める」とは，まず，どのような物権の種類を設定するのかは法

律でしか規定することができず，当事者間で創設できないことである。物権の種

類は一般的に所有権，用益物権及び担保物権に分けられ，用益物権は土地請負経

営権，建設用地使用権，宅地使用権及び地役権に分けられ，担保物権はさらに抵

当権，質権及び留置権に分けられる。次に，物権の権利内容も，一般に法律でし

か規定することができない。物権の内容とは物権の権利義務をいい，例えば土地

請負経営権の請負期間はどのくらいの長さであるか，いつ設定されるのか，移転

権限，請負地の調整，回収，収用における権利義務等がある。物権法の規定の多

くは強行規定であり，「約定がある場合は約定に従う」「当事者に別段の約定があ

る場合を除く」等の例外事由が法定されている場合を除き，当事者は厳格に遵守

しなければならず，除外扱いする旨を当事者は約定できない。

　※参考文献 ①３５９－３６１頁，②３８０－３８２頁，③２９６－２９７頁，④２７

３－２７４頁参照。

【収用・徴用】

第１１７条　公共利益の必要のため，法律の定める権限及び手続に基づき，不動産

又は動産を収用，徴用する場合，公平で合理的な補償をしなければならない。

　　本条は収用及び徴用に関する規定である（物権法４２条18，４４条対照）。

１　立法理由・背景

　　　１）まず収用は，国が行政権により集団，組織及び個人の財産の所有権を取得する

行為である。収用の主体は国であり，通常は政府が行政命令により集団，組織及

び個人から土地，家屋等の財産を取得する。物権法では，収用は物権変動におけ

る一種の特殊状況であり，所有権者の所有権喪失に関わる。次に徴用（公用使用）

は，国が応急対策，災害援助等の公共利益の需要のために，緊急事態の下で組織，

個人の不動産又は動産を強制的に使用する行為である（物権法４４条）。徴用の

目的は使用権の取得のみで，所有権移転は発生せず，徴用された不動産又は動産

は，使用後に被徴用者に返還しなければならない。収用・徴用は政府による行政

権行使に属し，行政関係に属し，民事関係に属さないが，収用・徴用は所有権又

は使用権に対する制限であるとともに，国が所有権又は使用権を取得するための

18 物権法４２条「１項：公共利益の必要のため，法律に定める権限及び手続に従い，集団所有の土地，
単位及び個人の建物及びその他の不動産を収用することができる。」「２項：集団所有の土地を収用す
る場合，法に基づき額面通りに土地補償費，転居補助費，地上定着物及び青田補償費等の費用を支払
わなければならず，被収用地農民の社会保障費用を手配し，被収用農民の生活を保障し，被収用地農
民の合法的権益を維持保護しなければならない。」「３項：単位，他人の建物及びその他不動産を収用
する場合，法に基づき立退補償を与え，被収用者の合法的権益を維持保護しなければならない。個人
住宅を収用する場合は，さらに被収用者の居住条件も保障しなければならない。」「４項：いかなる単
位及び個人も，収用補償費等の費用を着服，流用，無断分配，遮断・留保，支払遅延してはならない。」
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一種の方式であることから，民法では通常は民事上の観点からこれらについて原

則規定を置いている。

　　　２）収用・徴用は２つの異なる法的概念である。その共通点は，公共利益の需要の

ためであり，法定手続を経なければならず，補償を行わなければならないことで

ある。相違点は，収用は主に所有権変更であるのに対して，徴用は使用権の変更

のみである点である。収用は国が被収用者から所有権を直接取得することであり，

その結果は所有権の移転である。徴用は主に緊急事態の下で他人の財産を強制的

に使用することであり，緊急事態が終了すれば，徴用された財産を原権利者に返

還しなければならない。

２　条文説明

（１）収用・徴用が従うべき３つの原則

　　　１）公共利益の需要の原則：収用・徴用の実施は，公共利益の需要に基づくもので

なければならず，これは収用・徴用の前提条件である。公共利益とは通常，社会

の構成員全体の共同の利益及び社会の全体的利益であり，不特定多数者の利益を

いう。実務において公共利益に属するか否かを判断する場合，まず，個人・企業

による商業的利益と区別しなければならず，商業的利益の需要のために他人の不

動産及び動産を強制的に収用・徴用することはできない。次に，部門，組織，小

集団の利益と区別しなければならず，部門，組織，小集団の利益は，その受益者

が特定の少数者であり，公共利益とは本質的な差異がある。商業的利益又は組織

の利益を追求するために他人がその不動産・動産を譲渡する必要がある場合は，

平等に協議し，公平に売買する方法を通じて解決しなければならず，国の強制力

を借りて実現してはならない。

　　　　　公共利益の需要に基づくことは，収用・徴用において従うべき原則であり，こ

れについて民法総則で規定する必要がある。しかし公共利益の定義について異な

る分野，異なる状況下ではその内容も異なり，状況も複雑で一律とすることは困

難であることから，公共利益に関する具体的定義は，個別単行法で具体的に規定

すべきである。この点，国有地上の家屋の収用と補償活動を規範化し，公共利益

を保護し，収用された家屋所有権者の合法的権益を保障するため，２０１１年１

月国務院公布「国有地上家屋収用補償条例」８条は，「国の安全を保障し，国民

経済及び社会発展を促進する等の公共利益の需要のために，次の状況のいずれか

に該当し，確かに家屋の収用が必要である場合，市，県級人民政府は家屋収用の

決定を下さなければならない。（一）国防及び外交に関する需要，（二）政府組織

が実施するエネルギー，交通，水利等のインフラ建設に関する需要，（三）政府

組織が実施する科学技術，教育，文化，衛生，体育，環境及び資源保護，防災減

災，文化財保護，社会福祉，公益事業等の公共事業に関する需要，（四）政府組

織が実施する保障性住環境改善プロジェクトに関する需要，（五）政府が都市農

村計画法の関連規定に従って実施する老朽危険家屋が集中し，インフラが立ち遅
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れた地域等における都市再開発に関する需要，（六）法律，行政法規に定める公

共利益に関するその他需要」と規定している。これがまさに公共利益の具体的定

義であり，主に都市の国有地における組織，個人の家屋収用に適用される。

　　　２）法定手続に従う原則：収用・徴用はある程度他人の財産権を制限するものであ

るが，その濫用を防止し，他人の財産の保護と公共利益の需要の関係を均衡させ，

法に基づき権利者の財産権を保護するために，収用・徴用は法律に定める手続に

厳格に従って行わなければならない。この点，収用は所有権変更であり，事前に

比較的十分な準備を行うことから，手続は比較的厳格であることが要求される。

徴用は一般に緊急事態の下で講じる措置で，通常は一時的なものであり，手続は

比較的簡便である。

　　　　　上記「国有地上家屋収用補償条例」によると，国有地上の家屋の収用と補償は

民主的な意思決定，正当な手続，結果の公開原則に従わなければならないとされ

ている。

　　　３）法に基づき補償を行う原則：収用・徴用は公共利益の需要のために行われるが，

いずれも無償で剥奪する方式を採用することはできず，法に基づく補償が必要で

ある。補償方式は財産の種類ごとに区別して行わなければならない。収用対象は

一般的に不動産であり，所有権変更であることから，一般的に金銭補償，相応の

財産補償又はその他形式の補償をしなければならない。また徴用過程では，非消

耗品の場合，使用が終了した後，原物がなお存在するときは原物を返還しなけれ

ばならず，物の価値の減少部分に対して補償を行い，消耗品の場合は，通常は金

銭補償を行う。

　　　　　補償原則について，憲法では法律規定に従って補償しなければならない旨を規

定するところ，本法の原則では公平で合理的な補償を行わなければならない旨規

定する。いかなる基準に従って補償するのかについては，関連法において異なる

状況に基づき具体的規定を定める必要がある。また，補償は速やかに行わなけれ

ばならず，補償遅延は被収用者，被徴用者に損害を与える。補償を事前に行うの

か，収用・徴用過程か，事後に行うのかは，具体的状況に基づき確定する必要が

ある。

　　　　　国は他人の財産に対して収用，徴用を実行できるが，それは公共利益の需要の

ためである。さらに補償を行うことは，他人の財産に対する一種の保護であり，

他人の財産保護と公共利益の需要との間の関係を均衡させ，調整するうえで有用

である。

　　　　ア）集団の土地を収用する場合の補償：本法は補償原則つまり公平で合理的な補

償について明確に規定する。集団の土地の収用について，所有権者である農民

集団及び用益物権者である請負経営権者に対して補償を行う場合は，土地管理

法等の関連法規定に従い，具体的な補償基準及び補償方法を確定する。

　　　　イ）国有地上の家屋を収用する場合の補償：都市建設，都市再開発等により家屋
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を収用する場合，「国有地上家屋収用補償条例」の規定に従って補償を行わな

ければならない。

　　　　　　２０１６年１１月４日に公布された「財産権保護制度の整備，法による財産

権の保護に関する党中央委員会，国務院の意見」では，土地，家屋等の財産の

収用，徴用に関する法制度を整備し，収用，徴用を適用する公共利益の範囲を

適正に定め，公共利益の拡大を行わず，収用・徴用の法定の権限及び手続を詳

細に規定し，早期のかつ適正な補償の原則に従い，国の補償制度を整備し，補

償の範囲，形式及び基準をさらに明確にし，被収用者，被徴用者に公平で合理

的な補償を行う旨を提起している。このように本条は，上述の中央の精神を徹

底して，公共利益の保護及び財産所有権者の保護を具現化するものである。

　※参考文献 ①３６１－３６７頁，②３８２－３８８頁，③２９７－３０２頁，④２７

４－２７９頁参照。

【債権の定義】

第１１８条　民事主体は，法に基づき債権を享有する。

２　債権は，契約，権利侵害行為，事務管理，不当利得及び法律のその他規定によ

り，権利者が特定義務者に対して一定の作為又は不作為を請求する権利である。

　　本条は民事主体が法により債権を有する旨の規定である。

１　立法理由・背景

　　　「債」（債権債務）は契約，権利侵害行為，事務管理，不当利得及び法律のその他

規定により，特定の当事者間に生じる権利義務関係である。①債は一種の民事法律関

係であり，民事主体間の権利義務を内容とする法律関係である。②債は特定当事者間

の法律関係である。債の主体はいずれも特定の当事者である。③債は特定の当事者間

の一定の作為又は不作為を請求する法律関係である。権利を有する者が債権者で，義

務を負う者が債務者である。債は請求権を特徴とする法律関係であり，債権者による

債権行使は，債務者に一定の作為又は不作為を請求することを通じてのみ実現できる

（債権が「相対権」「対人権」と称される所以である）。④債は契約，権利侵害行為，

事務管理，不当利得及び法律のその他規定により生じる法律関係である。本章は民事

権利に関する規定であることから，権利の観点から債について規定している。すなわ

ち，債権は契約，権利侵害行為，事務管理，不当利得及び法律のその他規定により，

権利者が特定の義務者に一定の作為又は不作為を請求する権利であり，現代の社会生

活において民事主体の重要な財産権である。

２　条文説明

　　　本条によると，債（債権債務）の発生原因は次のとおりである。

　　　１）契約：平等な主体である自然人，法人，非法人組織の間の民事権利義務関係の

発生，変更，消滅に関する合意である。契約が法に基づき成立した後に，当事者
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間に債権債務関係が生じる（契約による債）。債権者は契約の約定に従って，契

約義務者に契約義務の履行を請求する権利を有する。契約による債は民事主体が

自己の利益のために自己の意思により自ら発生させるものであり，契約による債

は意思に基づく債に属する。

　　　２）権利侵害行為：他人の民事権益を侵害する行為である。本法３条では，民事主

体の人身権，財産権及びその他合法的権益は法律で保護され，いかなる組織又は

個人も侵害してはならない旨規定する。民事活動において，民事主体の合法的権

益は法律で保護され，いかなる者も侵害してはならない。行為者は他人の人身権，

財産権及びその他合法的権益を侵害した場合，法に基づき民事責任を負わなけれ

ばならない。民事権益が侵害された場合，被侵害者は権利侵害者に権利侵害責任

の負担を請求する権利を有する。権利侵害行為により，権利侵害者と被権利侵害

者の間に債権債務関係が形成される。法律で権利侵害行為による債を規定する目

的は，債権及び民事責任を通じて権利侵害行為者にその不法行為によるマイナス

の結果を負わせ，被侵害者を救済することにより，民事主体の合法的な民事権益

を保護することにある。

　　　３）事務管理：法定又は約定の義務がなく，他人の利益の損害を防止するために管

理を行う行為である。事務管理行為は他人の事務に関与するものであるが，他人

の利益の損害を防止することが目的であり，社会の互助行為を促進するうえで有

益である。法律ではこの行為を奨励するために，受益者に管理行為により支出し

た必要費用の返還を請求する権利が管理人に付与されている。かかる事務管理に

よる債は当事者の意思に基づいて発生するものではなく，法律規定に基づくもの

であり，法定の債である。

　　　４）不当利得：法的根拠がなく不当な利益を取得し，他人に損害を与える状況であ

る。社会生活では，いかなる民事主体も法的根拠なしに利益を取得し，他人に損

害を与えてはならないことから，法律では損害を受けた者は不当利得者に不当利

益の返還を請求する権利を有する旨を定める。不当利得による債は，当事者双方

間の合意ではなく，当事者が追求する法律上の目的でもなく，当事者の意思によ

り移転もせず，不当利得を是正するために，法律で当事者に直接与えられている

権利義務であり，法定の債である。

　　　５）法律のその他規定：上記１）～４）以外にも，法律のその他規定によって債が

発生する場合があり，民事主体は法に基づき債権を有する（例えば「婚姻法」２

１条による扶養料請求権等）。

　※参考文献 ①３６７－３７０頁，②３８８－３９２頁，③３０２－３０４頁，④２７

９－２８１頁参照
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【契約の当事者に対する拘束力】

第１１９条　法に基づき成立した契約は，当事者に対して法律的拘束力を有する。

　　本条は法に基づき成立した契約が当事者に対して法的拘束力を有する旨の規定である。

　　　１）契約は，平等な主体である自然人，法人，非法人組織の間の民事権利義務関係

の発生，変更，消滅に関する合意である。この点，「契約法」は，本法における

契約は平等な主体である自然人，法人，その他組織の間の民事権利義務関係の発

生，変更，消滅に関する合意である旨を定める（同法２条１項）。これによると

①契約は平等な主体間の合意である。②契約は民事権利義務関係の発生，変更，

消滅に関する合意である。民事権利義務関係とは，主に財産関係をいい，婚姻，

養子縁組，監護等の身分関係に関する合意には契約法を適用せず，婚姻，養子縁

組，監護等の身分関係に関する合意には，その他法律の規定を適用する（同法２

条２項）。③契約は双方又は複数の当事者による民事法律行為であり，各当事者

の意思表示が一致してこそ成立できる。契約による債は当事者が平等の基礎の上

に，自由意思で発生させるものであり，民事主体が民事活動に主体的に参加し，

各種経済活動を積極的に行うことを法律上示したものである。契約は最もよく見

られる債の発生原因であり，社会経済生活において重要な地位を占める。

　　　２）自由意思原則によると，契約を締結するか否か，誰と契約を締結するのか，契

約内容をどのようにするか等は，当事者が自由意思により約定するが，契約が法

に基づいて成立した後は，当事者に対して法的拘束力を有する。ここに法的拘束

力とは，当事者が契約の約定に従って自己の義務を履行しなければならず，法律

規定によらずに又は相手方の同意を得ずに，無断で契約を変更・解除してはなら

ないことである。契約義務を履行しない又は契約義務の履行が約定に適合しない

場合，違約責任を負わなければならない。法に基づき契約が成立してこそ契約に

よる債が発生する。「契約法」８条２項によると，法に基づき成立した契約は，

法律で保護される。一方当事者が相手方当事者の同意を得ずに，無断で契約を変

更・解除し，契約義務を履行せず又は契約義務の履行が約定に適合せず，相手方

当事者の権益が害され，損害を受けた一方が人民法院に訴訟提起し，自己の権益

保護を求める場合，法院は法に基づき保護しなければならず，無断で契約を変更

又は解除した一方当事者は違約責任を負わなければならない。

　※参考文献 ①３７０－３７１頁，②３９２－３９３頁，③３０４－３０５頁，④２８

１－２８２頁参照。

【権利侵害責任の負担】

第１２０条　民事権益が侵害を受けた場合，権利を侵害された者は権利侵害者に対

して権利侵害責任の負担を請求する権利を有する。
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　　本条は民事権益が侵害された被権利侵害者の請求権に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　権利侵害責任に関する法制度の基本的作用は，①被権利侵害者（以下「被侵害者と
いう」）を保護することであり，②権利侵害行為を減少させることである。まず被侵

害者の保護は権利侵害責任に関する法制度を構築，整備する主な目的である。本章で

は民事主体の各種人身権，財産権及びその他合法的権益について規定するが，それら

が侵害された場合には，権利侵害責任に関する法制度により被侵害者を保護しなけれ

ばならない。被侵害者はその民事権益に対する侵害行為が権利侵害を構成する場合，

権利侵害者（以下「侵害者」という）に対して権利侵害責任の負担を請求する権利を

有する。被侵害者は侵害者に請求権を直接行使することができ，また法院に訴訟提起

して自己の合法的権益保護を請求することもできる。

２　条文説明

　　　１）請求権の主体：権利侵害に関わる法律関係において，民事主体の合法的権益が

侵害された場合，被侵害者は侵害者に権利侵害責任負担を請求する権利を有し，

訴訟を行う場合は原告となる。ここでの被侵害者とは，権利侵害行為による損害

の直接の被害者であり，権利侵害行為により民事権益が侵害された者である。被

侵害者には権利能力を有する全ての民事主体がなることができ，実体法上の権利

能力を有し，権利侵害行為によりその民事権益が侵害された者であれば，被侵害

者の資格を有し，これには自然人，法人，非法人組織が含まれる。被侵害者の資

格はその者の行為能力の有無とは関係なく，その者が侵害者に権利侵害責任の負

担を請求する権利を自ら行使できるか否かに関係する。被侵害者が死亡した場合，

その近親者が権利侵害者に権利侵害責任の負担を請求する権利を有する。「権利

侵害責任法」１８条では，被侵害者が死亡した場合，その近親者が侵害者に権利

侵害責任の負担を請求する権利を有し，被侵害者が組織であり，当該組織が分割・

合併した場合は，権利を承継した組織が侵害者に権利侵害責任の負担を請求する

権利を有する旨を規定する19。被侵害者は単独又は複数の主体のいずれの可能性

もある。１件の権利侵害行為に複数の被侵害者が存在する場合，全ての被侵害者

は侵害者に権利侵害責任の負担を請求する権利を有し，権利侵害訴訟を提起でき，

被侵害者の権利は相互に独立しており一部の被侵害者が請求しないことがその他

の被侵害者の請求権に影響を及ぼすことはなく，被侵害者は共同訴訟を提起する

19 さらに最高人民法院「民事権利侵害による精神的損害賠償責任確定の若干問題に関する解釈」７条は，
「自然人が権利侵害行為により死亡し，又は自然人が死亡した後にその人格もしくは遺体が侵害され，
死者の配偶者，父母及び子女が人民法院に訴訟を提起し，精神的損害賠償を請求する場合，その配偶者，
父母及び子女を原告とする。配偶者，父母及び子女がいない場合，その他近親者が訴訟を提起するこ
とができ，その他近親者を原告とする」と定める。
　最高人民法院「人身損害賠償事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」１条２項は，「本
条における『賠償権利者』とは，権利侵害行為又はその他原因により直接人身の損害を受けた被害者，
法に基づき被害者が扶養義務を負う被扶養者及び死亡した被害者の近親者をいう」と定める。
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こともできる。

　　　２）権利侵害者：権利侵害に関する法律関係において，侵害者は権利侵害責任を負

う主体であり，訴訟における被告である20。侵害者は一般に直接加害者であり，

直接加害者は権利侵害行為を直接行い，被権利侵害者に損害を与えた者である。

直接加害者は単独加害者及び複数加害者に分けられ，複数加害者は本法の共同権

利侵害に関する規定に基づき権利侵害責任を負う。また責任代替形式の特殊な権

利侵害責任では，直接損害を与えた行為者は権利侵害責任を直接負わず，責任負

担主体は責任を代替する者である（権利侵害責任法３４条１項参照21）。

　　　３）権利侵害責任：本法１７９条によると，民事責任の主な負担方式には，侵害停

止，妨害排除，危険除去，財産返還，原状回復，修理，再製作，交換，履行継続，

損害賠償，違約金支払い，影響除去，名誉回復，謝罪等がある。法律に懲罰的損

害賠償に関する規定がある場合はその規定に従う。そして民事責任の負担方式は，

単独での適用も組み合わせて適用することもできる。

　※参考文献 ①３７１－３７４頁，②３９３－３９６頁，③３０５－３０７頁，④２８

２－２８４頁参照。

【事務管理】

第１２１条　法定又は約定の義務がなく，他人の利益が損害を被ることを避けるた

めに管理又はサービスを行った場合，受益者に対してこれにより支払った必要費

用の償還を請求する権利を有する

　　本条は事務管理［无因管理］に関する規定である（民法通則９３条対照）。

　　　１）事務管理［无因管理］とは，法定又は約定の義務がなく，他人の利益が損害を

受けることを防止するために管理を行う行為である。事務管理制度は債の発生原

因の１つとして，管理人と受益者の間に債権債務関係を生じる。事務管理は他人

の事務への関与であるが，他人の利益が損害を受けることを防止するのが目的で

あり社会の互助行為にとって有益である。法律はかかる行為を奨励するために，

受益者に管理行為により支出した必要費用の償還を請求する権利を管理人に与え

ている。

　　　２）事務管理の要件は次のとおりである。

　　　　①他人の事務を管理すること。他人の事務を管理するとは，他人のために管理を

行うことであり，これは事務管理の最も重要な要件である。自己の事務を他人

20 最高人民法院「人身損害賠償事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」１条３項では，
「本条における『賠償義務者』とは，自己又は他人の権利侵害行為及びその他原因により法に基づき
民事責任を負わなければならない自然人，法人又はその他組織をいう」と定める。
21 権利侵害責任法３４条１項「使用者の従業員が業務・任務の執行により他人に損害を与えた場合，
使用者が権利侵害責任を負う。」
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の事務であると誤解して管理を行った場合，目的が他人のために損害を防止す

ることであっても，事務管理は認められない。

　　　　②他人の利益の損害を防止することを目的とすること。一般的に言うと，法定義

務も約定義務もない状況下で，他人の事務を管理することは，他人の事務への

関与の範囲に属する。法律に定める事務管理は，他人の利益の損害を防止する

ために管理を行う行為である。他人を助けることを喜びとし，危難の際に助け

合う道徳準則に適合する行為は，これを奨励し保護しなければならない。

　　　　③法定又は約定の義務がないこと。無因［无因］とは法定又は約定の義務がない

ことである。法定又は約定の義務がないことは，事務管理が成立するための重

要な要件であり，行為者が法定又は約定の義務を負い管理を行う場合，事務管

理は認められない。

　　　３）本条の規定によると，以上の三要件に適合する場合，事務管理を構成する。事

務管理が発生した後に，管理人は受益者に管理行為により支出した必要費用の返

還を請求する権利を有し，受益者は当該費用を返還する義務を負う。

　※参考文献 ①３７４－３７６頁，②３９６－３９８頁，③３０７－３０８頁，④２８

４－２８５頁参照。

【不当利得】

第１２２条　他人が法律の根拠なく不当に利益を得た場合，損害を受けた者は，そ

の不当な利益の返還を請求する権利を有する。

　　本条は不当利得に関する規定である（民法通則９２条対照）。

　　　１）不当利得は，法的根拠がなく不当な利益を取得し，他人に損害を与える状況で

あり，この場合に，損害を受けた者はその者に不当な利益の返還を請求する権利

を有する旨を本条は規定する。不当利得制度は民事主体間の財産の移転関係に対

する調節的作用を果たしており，目的は特定状況の下で民事主体間に発生する正

常ではない利益の変動を修復することにある。不当利得が生じる状況は主に次の

とおり。すなわち，①民事法律行為の不成立，無効，取消により生じる場合，②

存在しない債務の履行により生じる場合，③契約の解除により生じる場合，④受

益者，被害者，第三者の行為により生じる場合，⑤事象により生じる場合である。

　　　２）不当利得の要件は次のとおりである。

　　　　①民事主体の一方が利益を取得すること。利益の取得とは，財産的な利益の増加

である。これには積極的増加，つまり財産総額の増加だけでなく，消極的増加，

つまり本来支払うべき費用を支払わない等の財産総額の減少すべき部分が減少

しないことを含む。

　　　　②民事主体のもう一方が損害を受けること。損害を受けるとは，財産的利益の減

少をいい，それには積極的損害，つまり財産総額の減少を含むだけでなく，消
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極的損害，つまり増加すべき利益が増加しないことも含む。

　　　　③一方の利益と他方の損害の間に因果関係が存在すること。一方の利益と他方の

損害の間に因果関係が存在するとは，一方が利益を取得したことが原因でもう

一方が損害を受けたことである。

　　　　④法的根拠がないこと。法的根拠がないとは，不当利得を構成する重要な要件で

あり，他人に損害を与えた者が不当な利益を取得したことに法的根拠がないこ

とである。一方の利益と他方の損害との間に法的根拠がある場合は，民事主体

間の関係は法律で認可及び保護されることから不当利得を構成しない。

　　　３）この点，「民法通則」９２条は，適法な根拠がなく不当な利益を取得し，他人

に損害を与えた場合，損害を受けた者に取得した不当な利益を返還しなければな

らない旨を定め，また「草案一審稿」では「民法通則」９２条の内容を踏襲して

いた。立法過程では適法な根拠とは違法性の有無を強調するものだが，不当利得

適用の前提は「法律の規定及び当事者の約定」がないことであり，「適法な根拠」

を「法的根拠」に修正すべしとの意見があった。また本章は民事権利に関する規

定であり，不当な利益を取得した者は損害を返還しなければならない義務の観点

から本条を規定するのは適切でなく，損害を受けた者は返還を請求する権利を有

する観点から規定すべしとの意見もあった。こうして，本条は最終的に「他人が

法律の根拠なく不当に利益を得た場合，損害を受けた者は，その不当な利益の返

還を請求する権利を有する。」に修正されたものである。

　※参考文献 ①３７６－３７８頁，②３９８－３９９頁，③３０８－３１０頁，④２８

５－２８７頁参照。

【知的財産権】

第１２３条　民事主体は，法に基づき知的財産権を享有する。

２　知的財産権は，権利者が法に基づき次の各号に掲げる客体に対して有する専有

的権利である。

（一）著作物

（二）発明，実用新案，意匠

（三）商標

（四）地理的表示

（五）営業秘密

（六）集積電子回路配置図設計

（七）植物新品種

（八）法律が規定するその他の客体

　　本条は民事主体が法に基づき知的財産権を享有する旨の規定である。
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１　立法理由・背景

　　　知的財産権は国際的に広く使用されている１つの法的概念であり，民事主体がその

創造性のある客体について法に基づき専有する権利である。知的財産権を設定する目

的は，人々が知的な創作及び科学技術の研究に従事するための積極性を引き出すこと

により，より多くの，より優れた精神的財産を創出することにある。この点，民法通

則では知的財産権が民事主体の基本的な民事権利の１つとして規定され，中国の改革

開放及び知的財産権の国際的保護の需要に適応してきた22。民法通則の後，中国では

知的財産権保護に関する多くの法令が制定された。知的財産権の特徴は次のとおり。

①知的財産権は一種の無体財産権である。②知的財産権は財産権と人身権の二重の属

性を有し，例えば作者は公表権，氏名表示権，変更権等の人身権を有する。③知的財

産権は専有性を有し，知的財産権とは権利者が法に基づき後述する客体について専有

する権利であり，法律では知的財産権は権利者が専有する旨が規定され，権利者の同

意又は法律規定がある場合を除いて，権利者以外の第三者は当該権利を保有又は使用

してはならず，そうでなければ他人の知的財産権侵害を構成する。④知的財産権は地

域性を有し，法律で確認，保護された知的財産権は，当該国と他国間に条約がある，

又は国際条約に加盟している場合を除き，一国の領域内でのみ法的効力を生じる。⑤

知的財産権は時間性を有し，各国の法律には知的財産権保護に関して厳格な時間的制

限がある。効力を喪失した知的財産権の客体は公有の領域に入り，全人類が共有する

財産になる。知的財産権保護を強化し，科学技術の革新を促進し，イノベーション型

国家を建設するために，本条は，知的財産権の保護及び類型に関する一般規定を定め

ており，知的財産権に関する各単行法の総括を図っている。

２　条文説明

　　　１）著作物［作品］（本条２項１号）：権利者が法に基づき著作物について専有する

権利が著作権である。著作権法によると，著作権とは著作権者がその著作物に対

して有する人身権及び財産権をいい，公表権，氏名表示権，変更権，同一性保持

権，複製権，頒布権，貸与権，展示権，上演権，上映権，放送権，情報ネットワー

ク伝達権，製作権，翻案権，翻訳権，編集権及び著作権者が有すべきその他権利

が含まれる23。

22 民法通則９４条「公民及び法人は，著作権を享有し，法に基づいて氏名表示，発表，出版，報酬獲
得等の権利を有する。」同９５条「公民及び法人は，法により取得した特許権は，法律の保護を受ける。」
同９６条「法人，個人商工業者及び個人によるパートナーシップが法により取得した商標権は，法律
の保護を受ける。」同９７条「公民は自己の発見について発見権を有する。発見者は発見証書，賞金又
はその他の報奨の交付を申請する権利を有する。」「公民は自己の発明又はその他の科学技術成果につ
いて栄誉証書，賞金又はその他の報奨の交付を申請する権利を有する。」
23「著作物」について著作権法３条では次のように定める。本法において著作物には，次の各号に掲げ
る形式で創作される文学，芸術品及び自然科学，社会科学，工学技術等の著作物を含む。（一）文字の
著作物。（二）口述の著作物。（三）音楽，演劇，園芸，舞踊，雑技芸術の著作物。（四）美術，建築の
著作物。（五）写真の著作物。（六）映画の著作物。（七）工事設計図，製品設計図，地図，見取図など
図形の著作物及び模型の著作物。（八）コンピュータソフトウェア。（九）法律，行政法規に定めるそ
の他の著作物。
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　　　２）発明，実用新案，意匠（本条２項２号）：発明，実用新案，意匠に対する知的

財産権の保護については，主に専利法（特許法）に規定されており24，権利者が

法に基づき特許，実用新案，意匠について専有する権利が専利権である。専利権

とは専利権者が法により特許，実用新案，意匠について専有する権利をいい，い

かなる組織・個人とも専利権者の許可を得ずに，その専利を実施してはならない。

専利法６０条では，専利権者の許可を得ずに，その専利を実施し，つまりその専

利権を侵害し，紛争が発生した場合，当事者が協議の上に解決し，協議を望まな

い又は協議が調わない場合は，専利権者又は利害関係人は人民法院に訴訟提起す

ることができ，専利業務管理部門に処理を請求することもできる旨を定める。

　　　３）商標（本条２項３号）：商標に対する知的財産権の保護については，主に商標

法で規定されている。同法３条は「１項：商標局が登録を審査確認［核准］した

商標は，登録商標とする。登録商標は，商品商標，サービスマーク，団体商標及

び証明商標を含む。商標登録者は商標専用権を有し，本法の保護を受ける。」「２

項：本法にいう「団体商標」とは，団体，協会又はその他の組織名義で登録し，

同組織構成員の商業活動の使用に供し，使用者の当該組織における構成員資格を

表示する標章をいう。」「３項：本法にいう「証明商標」とは，特定の商品又はサー

ビスに対して，監督能力を有する組織が管理しており，当該組織外の単位又は個

人がその商品又はサービスについて使用し，当該商品又はサービスの原産地，原

料，製造方法，品質又はその他の特別な品質の証明に用いる標章のことをいう。」

と定める（商標専用権の侵害につき商標法５７条参照）。

　　　４）地理的表示（本条２項４号）：地理的表示とは，某商品が某地域に由来し，当

該商品の特定の品質，信用又はその他特徴が，主に当該地域の自然的要素又は人

文的要素によるものであることを示す表示である。中国には権利者の法に基づく

地理的表示について専有する権利に関する内容を規定する専門の法令がなく，地

理的表示について専有する権利に関する内容は商標法，農業法，商標法実施条例

等の法令に分散して定められている（「商標法」１６条，「商標法実施条例」４条

１項，「農業法」２３条３項，同４９条１項参照）。

　　　　　地理的表示について専有する権利を有する権利者は特殊性を有する。地理的表

示は某地域で生産された商品の特定の品質，信用又はその他特徴を表示するもの

であることから，商品が当該地理的表示の使用要件に適合する自然人，法人又は

24 専利法２条「１項：本法でいう発明創造とは，発明，実用新案，意匠を指す。」「２項：発明とは，
製品，方法，又はその改良について打ち出される新たな技術案を指す。」「３項：実用新案とは，製品
の形状，構造又はその結合について打ち出される実用に適した新たな技術案を指す。」「４項：意匠とは，
製品の形状，模様又はその結合並びに色彩と形状，模様の結合について打ち出される美感に富みかつ
工業上の応用に適した新デザインを指す。」と定める。
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非法人組織は地理的表示を使用することができる25。

　　　　　立法過程では，「商標法」１６条及び「商標法実施条例」４条によると，地理

的表示は証明商標又は団体商標として登録出願することができ，地理的表示はす

でに商標の範囲に含まれていることから，本号を削除すべしとの意見があった。

また，「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」ではすでに地理的表示が知

的財産権の１つとして単独で列挙されており，つまり地理的表示は某商品が某加

盟国の地域内に由来し，又は当該地域の某地区もしくは某地方に由来し，当該商

品の特定の品質，信用又はその他特徴が，主に当該由来地に関係があることを示

すものであることから，地理的表示を知的財産権の客体の１つとして規定すべし

との意見もあった。検討の結果，最終的に後者の意見が採用されている。

　　　５）営業秘密（本条２項５号）：営業秘密［商业秘密］とは，公衆に知られておらず，

権利者に経済的利益をもたらすことができる，実用性を備え，権利者が秘密保持

措置を講じている技術情報及び経営情報である。

　　　　　中国には権利者の法に基づく営業秘密について専有する権利に関する内容を規

定する専門の法令がなく，営業秘密について専有する権利の保護に関する内容は

契約法，反不正当競争法等に分散して定められている。例えば契約法４３条では

「当事者が，営業締結過程において取得した営業秘密は，契約の成否にかかわら

ず，漏洩し，又は不当に使用してはならない。当該営業秘密を漏洩し，又は不当

に使用して相手方に損害を与えた場合，損害賠償責任を負わなければならない。」

と定める26。

　　　６）集積回路の回路配置（本条２項６号）：集積回路の回路配置とは，集積回路に

おいて少なくとも１つが能動素子である２つ以上の素子と一部又は全てが相互に

接続された導線の立体的配置，又は集積回路を製造するために準備された上述の

立体的配置である。

25「商標法実施条例」４条２項によると，地理的表示が証明商標として登録されている場合は，その商
品が当該地理的表示の使用要件に適合する自然人，法人又はその他組織は当該証明商標の使用を要求
でき，当該証明商標を管理する組織は承認しなければならない。地理的表示が団体商標として登録さ
れている場合は，当該商品が当該地理的表示の使用要件に適合する自然人，法人又はその他組織は，
当該地理的表示を団体商標として登録を行った団体，協会又はその他組織への参加を要求でき，当該
団体，協会又はその他組織はその定款に基づいて会員として受け入れなければならない。当該地理的
表示を団体商標として登録を行った団体，協会又はその他組織への参加を要求しない場合も，当該地
理的表示を正当に使用することができ，当該団体，協会又はその他組織は禁止する権利を有しない，
とされている。
26 反不正当競争法９条「１項：事業者は，次の各号に掲げる営業秘密を侵害する行為を行ってはなら
ない。（一）窃盗，賄賂，詐欺，脅迫又はその他の不正な手段で，権利者の営業秘密を取得すること。（二）
前号の手段で，取得した権利者の営業秘密を開示し，使用し，又は他人に使用を許諾すること。（三）
約定に反し，又は権利者の営業秘密保持についての要求に反して，その所持する営業秘密を開示し，
使用し，又は他人に使用を許諾すること。」「２項：第三者が，営業秘密の権利者の従業員，元従業員
又はその他の単位，個人が前項に掲げる違法行為を行ったことを明らかに知り，又は知り得べきであ
りながら，なお当該営業秘密を取得し，開示し，使用し，又は他人に使用を許諾したときは，営業秘
密を侵害したものとみなす。」
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　　　　　本法公布前において，中国の民事法は権利者の法に基づく集積回路の回路配置

について専有する権利に関する内容は規定しておらず，「科学技術進歩法」２０

条１項で「集積回路の回路配置利用権」の表現が使用されているだけであり，集

積回路の回路配置について専有する権利の保護に関する内容は主に国務院・集積

回路配置保護条例で規定されている27。

　　　７）植物新品種（本条２項７号）：植物新品種とは，植物品種保護リスト内で人工

的に選択，育成，又は発見された野生植物に改良を加えることにより，新規性，

特異性，一致性，安定性を備え，適切に命名された植物品種である。植物新品種

の知的財産権の保護に関する内容は，主に種子法，農業法等の関連法令で規定し

ており，権利者が植物新品種について法に基づき専有する権利が植物新品種権で

ある28。

　　　８）法律に定めるその他客体（本条２項８号）：本条で列挙されている知的財産権

の客体以外にも，本条２項８号では「法律に定めるその他客体」と規定している

が，これは将来の知的財産権の新たな客体のために余地を残す趣旨である。

　※参考文献 ①３７８－３８７頁，②３９９－４０９頁，③３１０－３１６頁，④２８

７－２９６頁参照。

【相続権】

第１２４条　自然人は，法に基づき相続権を享有する。

２　自然人の合法的な私有財産は，法に基づき相続することができる。

　　本条は自然人が法に基づき相続権を享有する旨の規定である。

１　自然人は法に基づき相続権を享有すること（本条１項）

　　　相続権は，自然人が法律規定又は被相続人が生前に作成した適法かつ有効な遺言に

従って被相続人の遺産を取得する権利である。自然人の相続権保護は，自然人の個人

財産所有権を保護するための必然的要求であり（憲法１３条２項，民法通則７６条29

参照），１９８５年相続法［继承法］が相続法律関係について調整を図っている。自

然人が死亡した場合に，その生前に個人が所有する適法な財産が，法に基づきその者

の相続人に移転することは，自然人の経済活動への参加の積極性を高め，社会，家庭，

個人のために財産を蓄積して，日増しに高まる人々の外的生活と文化的生活のニーズ

27 国務院・集積回路配置保護条例７条「回路配置の権利者は次の各号に掲げる専有権を有する。（一）
保護された回路配置の全て又はその中の独創性を有するいずれかの部分を複製する。（二）保護された
回路配置，当該回路配置を含む集積回路又は当該集積回路を含む製品を商業的に利用する。」
28 種子法２８条「育種を完成した組織又は個人は，その授権品種について排他的な独占権を有する。
いかなる組織又は個人も植物新品種権の所有者の許可を得ずに，当該授権品種の繁殖材料を生産，繁
殖又は販売してはならず，商業目的のために当該授権品種の繁殖材料を別の品種の繁殖材料の生産に
重複して使用してはならない。但し本法，関連の法律，行政法規に別段の定めがある場合を除く。」
29 民法通則７６条「公民は，法に基づき財産相続権を享有する。」
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を満たすうえでも有益であり，中国のその他法律にも自然人の相続権保護の関連規定

が置かれている30。

２　自然人の合法的な私有財産は法に基づき相続できる（本条２項）

　　　中国の法律規定によると，自然人は相続権を有し，自然人が相続することができる

遺産の範囲は，被相続人の死亡時における合法的な私有財産である（相続法３条）。

本条２項では，自然人の合法的な私有財産権が，相続制度において保護される旨を明

らかにしている。

　※参考文献 ①３８７－３８９頁，②４０９－４１１頁，③３１６－３１７頁，④２９

６－２９８頁参照。

【投資性権利】

第１２５条　民事主体は，法に基づき株主権［股权］及びその他投資性の権利を享

有する。

　　本条は民事主体が法に基づき株主権，その他投資性の権利を有する旨の規定である（新

設）。

１　立法理由・背景

　　　この点，草案一審稿９１条では，民事主体は法に基づき株主権又はその他民事権利

を有する旨を定めており，一審稿にはその他投資性の権利に関する規定はなかった。

立法過程では，民事主体が基金に出資し，その他有価証券を購入する権利も保護され

るべきことから，株主権［股权］を「投資権」に修正すべしとの意見があった。また

本条を「民事主体が法に基づき有する株主権及びその他投資性の権利は法律の保護を

受ける。」に修正すべしとの意見もあった。各方面の意見に基づき検討の結果，本条

は最終的に「民事主体は，法に基づき株主権及びその他投資性の権利を享有する。」

と規定されている。

２　条文説明

　　　１）［股权］：株主権・持分権は，民事主体が会社に出資し，会社の社員になること

により有する権利である。［股权］は，行使の目的及び方式の違いに基づいて自

益権及び共益権の２つに分けられる。自益権とは，社員が自己の利益追求に基づ

いて有する権利であり，単独で行使でき，資産収益権，残余財産分配請求権，持

分譲渡権，新株の優先引受権等が含まれる。共益権とは，社員が社員全体又は会

社団体の利益追求に基づいて有する権利であり，総会の議決権，総会招集権，提

30 例えば物権法６５条２項は，国は法律の規定に従って個人の相続権及びその他合法的権益を保護す
る旨を，未成年者保護法５２条は，人民法院は相続事件を審理する場合，法に基づき未成年者の相続
権及び遺贈を受ける権利を保護しなければならない旨を，婦女権益保障法３４条は，婦人が有する男
性と平等な財産相続権は法律で保護され，同順位の法定相続人の中で，婦人を差別してはならない旨
を規定している。
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案権，質問権，会社定款及び会計帳簿閲覧請求権，総会決議取消請求権等が含ま

れる。

　　　　　民事主体は，会社への出資を通じて会社の社員になった後に法に基づき［股权］

を有する。本条によると，民事主体は法に基づき［股权］を有するが，さらに「会

社法」４条では，会社の［股东］（株主・社員）は法に基づき資産収益を享有し，

重大政策決定に関与し，管理者を選出する等の権利を有する旨を定める。会社法

では異なる会社形態を区分して，民事主体が会社に出資して［股东］になった後

の権利を詳細に規定している。

　　　２）その他投資性の権利：その他投資性の権利とは，民事主体が投資を通じて有す

る権利である。例えば，民事主体は証券の購入，基金の出資，保険の加入等で投

資を行うことにより民事権利を有する。本条によると，民事主体は，法に基づき

その他投資性の権利を有するが，当該権利の具体的内容は証券法等の具体的法律

規定に基づいて確定される。

　※参考文献 ①３８９－３９０頁，②４１１－４１２頁，③３１７－３１８頁，④２９

８－２９９頁参照。

【法律の定めるその他の民事権利・利益】

第１２６条　民事主体は，法律の規定するその他の民事権利と利益を享有する。

　　本条は民事主体が有する民事権利と利益に関する包括規定である（新設）。

　　上述したように本章は，独立の章として民事主体の民事権利について規定し，民事主

体の人格権，身分権，物権，債権，知的財産権，相続権，株主権及びその他投資性の権

利について具体的に規定する31。もっとも，民事権利及び利益は多種多様であり，法律

で書き尽くすことは困難であり，社会・経済の発展に伴い，新たな民事権益が絶えず法

律の保護範囲に加わることを踏まえて，本条では民事主体が有する民事権利と利益につ

いて包括規定を置いている。

　※参考文献 ①３９０－３９３頁，②４１２－４１５頁，③３１９頁，④２９９－３０

１頁参照。

【データ，仮想財産の保護】

第１２７条　法律が，データ，インターネット上の仮想財産に対して保護規定を定

める場合，その規定による。

　　本条はデータ及びインターネット上の仮想財産の保護に関する規定である（新設）。

31 立法過程では本章の民事権利として，土地請負経営権，環境権，教育を受ける権利等を加えること
も検討されたが，最終的には採用されていない（参考文献①３９１～３９３頁参照）。
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１　立法理由・背景

　　　１）立法過程では，民法総則でデータ［数据］及びネット上の仮想財産［网络虚拟

财产］（バーチャル財産）について規定するか否か，どのように規定するのかに

ついては大きな論争が存在した。データ及びネット上の仮想財産は民事権利の客

体の１つであり，データ及びネット上の仮想財産は新たに生まれた事物で，その

概念の範囲，保護範囲，権利の属性，権利と義務の内容等が複雑であり，理論及

び実務においてこれらに関する大きな論争が存在し，他の国・地域においてもデー

タ及びネット上の仮想財産の保護はなお模索段階にあり，民法総則には民事権利

の客体に関する専門規定がないことから，データ及びネット上の仮想財産は既存

の民事権利として保護できるとの意見があった。また，情報社会及びインターネッ

トの急速な発展の新たな状況に適応し，民法総則の時代性を具現化するためには，

民法総則でデータ及びネット上の仮想財産等の新しい民事権利の客体について規

定する必要があり，これは実務における紛争を解決するうえで有用であり，社会

におけるインターネットの将来的発展を保障・支援するものだが，データ及びネッ

ト上の仮想財産は複雑性を有し，民法総則の文章構造の制約を受けることから，

データ及びネット上の仮想財産をどのように定義し，データ及びネット上の仮想

財産の権利の属性と内容についてどのように具体的に規定するかは，専門の法律

によるべしとの意見もあった。

　　　２）検討の結果は次のとおり。最終的に本法ではデータ及びネット上の仮想財産の

保護に関する原則規定が定められた。つまり「法律にデータ，インターネット上

の仮想財産の保護に関する規定がある場合，その規定による」。一方で，データ

及びネット上の仮想財産の法に基づく保護に関する原則が確立され，他方で，デー

タ及びネット上の仮想財産の権利の性質には論争が存在することから，データ及

びネット上の仮想財産の権利属性についてさらに検討を進め，理論及び司法実務

の経験を総括して，今後の立法のための基盤を固める必要があるとされた。

　　　　　この点，草案一審稿ではデータ及びネット上の仮想財産を分けて規定していた。

草案一審稿１０４条は「物には不動産及び動産が含まれる。具体的な権利又はネッ

ト上の仮想財産を物権の客体とする旨を法律で規定する場合，その規定による」

とし，同１０８条２項では「知的財産権とは権利者が法により次の各号に掲げる

客体について有する権利をいう。……（八）データ情報（九）法律，行政法規に

定めるその他内容」と定めた。これらについては次の意見があった。ア）インター

ネットの急速な発展は人々の生活を便利にするとともに，個人のプライバシー，

個人情報に重大な脅威を与えているため，ネット上の仮想財産の性質をさらに明

確にすべきである。イ）ネット上の仮想財産が財産に属するのは言うまでもない

が，いかなる財産権の客体に属するかは，司法実務と法学の研究がさらに進展す

るのを待つ必要があるため，「ネット上の仮想財産」を「その他無体物」に修正

すべきである。ウ）ネット上の仮想財産に関する権利は物権の特徴に適合しない。
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エ）データ情報保護についてはデータ情報に含まれる対象に着目し，その対応す

る権利類型を分析し，物権，債権，著作権，商標権，プライバシー権等を総合的

に運用して保護すべきであり，全てを知的財産権とすべきではない。オ）「デー

タ情報」は民事法律関係の客体として規定すべきであり，知的財産権の客体とし

て規定すべきではない。カ）加工後のデータ情報についてのみ規定し，原始デー

タ情報は除外すべきである。キ）データを専有する権利を設定することができる

のは加工後の派生データであることから，「データ情報」を「派生データ」に修

正すべきである。ク）「データ情報」を「データベース」に修正すべきである。

　　　３）このようにデータ及びネット上の仮想財産の概念の範囲，保護範囲，権利の属

性，権利・義務の内容について大きな論争が存在することから，草案二審稿では

データ及びネット上の仮想財産は単独の条項により「法律にデータ，ネット上の

仮想財産の保護に関する規定がある場合は，その規定に従う」とし，最終的に採

択された民法総則でもこの規定が維持されている。

２　条文説明

（１）データ［数据］の保護

　　　１）情報技術及びネットワークの急速な発展・応用に伴い，各種データ情報が急速

に増加し，データ取引が日増しに増加し，その機に乗じて各地にビッグデータ取

引所が誕生した。データの法的属性，保護モデル等のデータに関する一連の法律

問題について広く議論が起こった。「データ」については，データの内包・外延

的意味をいかに定義するか，データの権利属性及び権利者はデータに対してどの

ような権利を有するのかについて大きな論争が存在する。現在存在するデータに

関する法的概念のうち，最も関係が深いのは編集著作物及びデータベースであり，

独創性を有するデータからなる編集著作物は著作権法によって保護される。中国

では，データ保護・データベースについて専門的な保護規定を置いていないが，

現行法では著作権法１４条の編集著作物，不正競争防止法１０条の営業秘密とし

て保護される余地がある。また欧州議会と欧州連合理事会の「データベースの法

的保護に関する指令」１条では，データベースとは体系的に又は秩序正しく配列

され，電子的手段又はその他手段により個別にアクセスすることができる独立し

た作品，データ又はその他素材の集合である旨が規定されている。また世界知的

所有権機関（ＷＩＰＯ）の１９９６年「データベースに係る知的財産権に関する

条約草案」におけるデータベースの定義もほぼ同内容である。

　　　２）中国におけるデータに関する実際の状況を見ると，ビッグデータ取引所及び取

引プラットフォームに関する状況データ取引が日増しに増加するにつれ，各地に

ビッグデータ取引所やビッグデータプラットフォームが誕生しており，現在，中
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国各地では既に多数設立されている32。

　　　３）立法過程では，明確な権利の帰属及び内容は取引の前提・基礎であるとの指摘

がなされた。上記のようにデータ産業が発展しデータ取引実務が進むにつれて，

データの法的属性問題は人々が注目し解決しなければならない問題となってい

る。データの法的属性は，データを客体として形成される法律関係の類型及びそ

の調整問題に関わる。同時にこの問題は，データ開発者の利益に関わるだけでな

く，一般大衆による情報取得にも関係し，データ産業の生存・発展にも影響を及

ぼす。もっとも，データ保護について規定するには，データ保護を構成する状況，

主体・客体，権利の内容，制限，保有期間，法律責任等の一連の制度について規

定する必要があるところ，民法総則の位置付け及び文章構造によっては，一連の

制度を体系的かつ詳細に規定することができないため，データ保護について原則

的・指導的な規定を定めるべきであるとされた。また，データ保護は民事主体の

個人情報に関わる権益保護を前提とする必要があり，データ時代においては，デー

タ情報の収集，利用による民事主体の個人情報に関わる権益侵害が非常に発生し

やすい状況にある。他人の個人情報に関わる権益範囲に属する情報について，そ

の権利主体はユーザー個人であり，その使用・取扱にはユーザーの許可が必要で

あり，さもなければ権利侵害を構成する。

（２）ネット上の仮想財産［网络虚拟财产］の保護

　　　１）ネット上の仮想財産はコンピュータ・情報技術の発展の産物であり，インター

ネットの普及，発展に伴い，インターネットと人々の生活の関係は次第に緊密に

なり，ネット上の仮想財産に関する権利義務に係る各種紛争が時折発生し，ネッ

ト上の仮想財産の法的属性の問題も広く論争を巻き起こしている。ある見解によ

ると，広義のネット上の仮想財産は，ネット上の仮想空間内に存在する全ての仮

想財産をいい，電子メール，ネットワークアカウント，仮想通貨，オンラインゲー

ムのアイテム及び装備，登録されたドメイン等を含む。狭義のネット上の仮想財

産は，オンラインゲームに存在する仮想財産をいい，ゲームアカウントのレベル，

ゲーム内通貨，ゲームのキャラクター等を含む。オンラインゲームでは，プレイ

ヤーが大量の時間，精力及び金銭を投じてオンラインゲームに参加し，レベル上

げ等の作業，ゲームカードの購入等の実際の財物の支出，装備の売買等の市場取

引を通じてネット上の仮想財産を獲得し，各種ネット上の仮想財産の得失により

喜びを感じ，心身を楽しませる目的を実現するものである。彼らが仮想空間で創

出した所得は，現実の財物に転化することができ，オンライン，オフラインで行

う取引にはネット上の仮想財産の交換価値が顕著に表れている。ネットワーク

ユーザーはアカウントのパスワードを設置することによりネット上の自己の仮想

32 例えば中関村数海ビッグデータ取引プラットフォーム，貴陽ビッグデータ取引所，武漢東湖ビッグ
データ取引センター，河北ビッグデータ取引センター，華東江蘇ビッグデータ取引センタープラット
フォーム，上海データ取引センター，浙江ビッグデータ取引センター等がある。
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財産が他人に修正・増減されることを防止し，所定手続を通じてネット上の仮想

財産を売買，使用，消費することにより，ネット上の仮想財産の占有・処分を実

現している。

　　　２）インターネットと生活の関係が次第に緊密になるにつれて，ネット上の仮想財

産に関わる紛争も実務上増加しており，その主な類型は次のとおり。すなわち，

①ネット上の仮想財産の窃盗被害，②ネット上の仮想財産の詐欺取引，③ネット

上の仮想財産の権利帰属問題（遺産相続，離婚における財産分与を含む），④オ

ンラインゲームサービス契約関連の紛争，⑤不正手続等の行為に対するアカウン

ト閉鎖を原因とするプレイヤーと運営業者間の紛争等である。

　　　３）上記のようにネット上の仮想財産の法的性質論について見解が多岐に分かれ，

実務上の紛争も複雑化している現状において，本条では，これが民事権利として

保護される旨の原則的・指導的規定として，将来的な関連立法をリードする点に

意義がある。

　※参考文献 ①３９４－４０２頁，②４１５－４３１頁，③３１９－３３０頁，④３０

１－３１０頁参照。

【民事権利の特別保護規定の適用】

第１２８条　法律が未成年者，高齢者，障害者，女性，消費者等の民事権利につい

て特別な保護規定を置く場合，その規定による。

　　本条は弱者の民事権利の特別保護規定の適用に関する規定である（新設）。

　　　１）未成年者，高齢者，障害者，婦人，消費者等の民事主体は，その心理，生理又

は市場取引における地位等の原因により，民事活動において弱者的地位に置かれ

ている可能性がある。総じて弱者的地位に置かれている民事主体の合法的権益を

保護するため，法律では未成年者，高齢者，障害者，婦人，消費者等の民事権利

の特別保護に関する規定を置いている。本条は，弱者の民事権利特別保護関連規

定とリンクさせ，その適用関係を明らかにする趣旨である。

　　　２）本条によると，法律において未成年者，高齢者，障害者，婦人，消費者等の民

事権利の特別保護に関する規定がある場合には，その規定による。総じて弱者的

地位に置かれている民事主体の合法的権益を保護するために，法律は民事権利の

特別保護に関する規定を定めている。例えば消費者権益保護法は消費者の権利と

事業者の義務に関する規定を通じて消費者の合法的権益を保護しており，消費者

の知る権利，選択権等の権利について規定し，事業者は消費者の安全保障，品質

の保証，リコール等の義務を負う旨を定める。このほか現行法では，未成年者保

護法，高齢者権益保障法，障害者保障法，婦女権益保障法に未成年者，高齢者，

障害者，婦人の民事権利の特別保護に関する規定がある。

　※参考文献 ①４０２－４０３頁，②４３１－４３２頁，③３３０頁，④３１０－３１
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１頁参照。

【民事権利の取得方式】

第１２９条　民事権利は，民事法律行為，事実行為，法律の規定する事件又は法律

の規定するその他の方式により取得することができる。

　　本条は民事権利の取得方式に関する規定である（新設）。

　　民事権利の取得とは，民事主体が合法的な方式に基づいて民事権利を獲得することで

ある。本条によると，民事権利は，民事法律行為，事実行為，法律の規定する事件又は

法律の規定するその他の方式によって取得できる。

　　　１）民事法律行為：民事主体が意思表示を通じて民事法律関係を発生，変更，消滅

させる行為であり，民法理論では一般的に法律行為と称される。例えば売買契約

の締結行為，遺言状の作成，相続権の放棄，贈与等である。本法第六章（１３３

条以下）では，独立の章形式で民事法律行為について規定し，民事法律行為の概

念，成立，効力等について定める。民事法律行為は意思表示を核心的な要素とし，

意思表示がなければ民事法律行為も存在しない。意思表示とは，行為者が一定の

民法上の効果を発生させるためにその内心意思を一定の方式を通じて外部に示す

行為である（民事法律行為の有効要件について本法１４３条参照）。

　　　２）事実行為：主観的に行為者は民事法律関係を発生，変更，消滅させる意思はな

いが，法律規定に従って一定の民事法律効果を発生させる行為である（例えば家

屋の自家建設，遺失物の拾得，事務管理行為，労働・生産等）。事実行為には合

法的なものも不適法なものもある。例えば遺失物の拾得等は，合法的な事実行為

に属し，他人の人身，財産を侵害する権利侵害行為は不適法な事実行為である。

民事権利は事実行為に基づいて取得することもでき，例えば民事主体は事務管理

行為によって他人に対する事務管理による債権を取得する。

　　　３）法律の規定する事実：人の意思とは無関係に法律規定に基づいて民事法律関係

の変動を発生できる客観的状況である（例えば自然人の出生，死亡，自然災害，

事故の発生及び時の経過等）。民事権利は法律に定める事実に基づいて取得する

こともでき，例えば民事主体は出生により相続権を取得する。

　　　４）法律の規定するその他の方式：民事法律行為，事実行為，法律に定める事実以

外にも，民事権利は法律に定めるその他の方式によって取得できる（例えば法律

文書等による物権設定に関する物権法２８条33，収用に関する同法４２条１項34を

参照）。

33 物権法２８条「人民法院又は仲裁委員会の法律文書，又は人民政府の収用決定等による物権の設定，
変更，譲渡，消滅は，法律文書又は人民政府の収用決定等の効力発生の時から効力を生じる。」
34 物権法４２条１項「公共利益の必要のため，法律に定める権限及び手続に従い，集団所有の土地，
単位及び個人の建物及びその他の不動産を収用することができる。」
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　※参考文献 ①４０３－４０４頁，②４３２－４３４頁，③３３１－３３２頁，④３１

１－３１２頁参照。

【民事権利の行使】

第１３０条　民事主体は自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使し，干渉を

受けない。

　　本条は民事主体が自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使する旨の規定である

（新設）。

　　　１）本条は民事権利の行使において自由意思原則が具現化された内容である。本法

は，第一章「基本規定」第５条で民法の自由意思原則について規定しており，民

事主体が民事活動を行う場合には，自由意思原則を遵守し，自己の意思に従って

民事法律関係を発生，変更，消滅させなければならない旨を定める。自由意思原

則は民法の基本原則であり，民法全体において貫徹されている。

　　　２）民事主体が自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使し，干渉を受けない

こととは，具体的にいえば次のとおりである。すなわち，①民事主体は自己の意

思に従って法に基づき民事権利を行使し又は行使しない権利を有する。②民事主

体は自己の意思に従って法に基づき行使する民事権利の内容を選択する権利を有

する。③民事主体は自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使する方式を選

択する権利を有し，民事主体が自己の意思に従って民事権利を行使する場合，い

かなる組織・個人も不法に干渉してはならない。

　　　３）現行法には，民事主体が自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使するこ

との関連規定がある。例えば，「契約法」４条は，当事者は法に基づき自由意思

で契約を締結する権利を有し，いかなる組織及び個人も不法に介入してはならな

い旨を定める。「婚姻法」５条は，結婚は男女双方の完全な自由意思によるもの

でなければならず，いかなる一方も他方に対して強制すること，又はいかなる第

三者も干渉することは許されない旨を定めている。

　※参考文献 ①４０４－４０５頁，②４３４－４３５頁，③３３２－３３３頁，④３１

２－３１３頁参照。

【権利行使と義務履行の一致】

第１３１条　民事主体は，権利を行使するとき，法律が規定し，当事者が約定した

義務を履行しなければならない。

　　本条は民事主体が権利を行使する場合は義務を履行しなければならない旨の規定であ

る（新設）。
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１　立法理由・背景

　　　１）本条の内容につき，草案一審稿では，第一章「基本原則」の民事主体の合法的

な民事権益は法律により保護される旨の条項の第２項として，「民事主体は権利

を行使すると同時に，法律が規定し，又は当事者が約定した義務を履行し，関連

の責任を負わなければならない」と定めていたが，立法過程では，次の意見があっ

た。義務に違反してこそ不利な法律効果を生じ，民事責任を負わなければならな

い。権利を行使し，義務を履行すると責任を負わなければならない旨の規定は，

論理的ではない。権利と義務は相互に対応し，責任は義務違反の結果に属するも

のであって三者を並列的に規定すべきではない。なぜなら権利を行使した場合，

義務を履行すれば，責任は生じないからである。よって，最後の「関連の責任を

負う」を削除すべきである。検討の結果，草案三審稿では「関連の責任を負う」

が削除され，「民事主体は権利を行使すると同時に，法律が規定し，又は当事者

が取り決めた義務を履行しなければならない」と規定された。

　　　２）また，民事主体は権利を有すると同時に義務の負担を重視しなければならない

旨を強調し，公民が正しく権利を行使し，真摯に義務を履行するよう教育するこ

とは，法治社会の構築，社会主義核心価値観の実践にとって重要な現実的意義を

有するが，基本規定の章で規定するのは適切でなく，権利行使に関するルールと

して第５章で規定すべしとの意見もあった。検討の結果，本条は第５章「民事権

利」の章において，民事権利の行使に関するルールとして規定されている。

２　条文説明

　　　民事主体が法に基づき有する民事権利と民事義務は民事法律関係に関する内容であ

る。民事法律関係において，民事権利及び民事義務は相互に対立し，相互に関係する。

民事権利の内容は，それに対応する民事義務を通じて体現されなければならず，民事

義務の内容もそれに対応する民事権利により限定される。非常に多くの状況下におい

て，民事主体は権利を有するとともに，法律が規定する，又は当事者が約定した義務

を負う。例えば契約の双方当事者は一般に相互間で各自の権利義務を約定し，一方当

事者は契約上の権利を有するとともに，約定した契約上の義務を負う。民事主体が権

利を行使する場合には，法律が規定し，又は当事者が約定した義務を履行しなければ

ならない。

　※参考文献 ①４０５－４０６頁，②４３６－４３７頁，③３３３－３３４頁，④３１

３－３１４頁参照。

【民事権利の濫用禁止】

第１３２条　民事主体は，民事権利を濫用して国家利益，社会公共利益又は他人の

合法的権益を害してはならない。

ICD NEWS　第82号（2020.3） 93

ICD82G-05.indd   93 2020/02/08   11:01



　　本条は民事主体は民事権利を濫用してはならない旨の規定である（民法通則７条35参

照）。

１　立法理由・背景

　　　１）民事権利を濫用してはならないことが民法の基本原則であるか否かにつき，立

法過程では異なる意見があった。すなわち，ア）権利を濫用してはならないこと

は中国憲法における基本原則の１つであり，合憲的解釈方法によると，権利を濫

用してはならないことは当然，民法の基本原則である。権利濫用禁止原則は個別

権利に対する制限的規定ではなく，全ての民事権利の行使を制限する一般条項で

あり，人類の生存及び人類社会の持続可能な発展という根本的利益は個人の自由

を上回る旨の現代の民法思想を反映するものであって，民法の基本価値体系にお

いて次第に重要な地位を占めており，それを基本原則とすることは現代法の精神

により合致する。権利濫用禁止原則の重要性を踏まえ，さらに実務における権利

濫用現象を踏まえると，当該原則を規定することは現実的意義を有し，司法実務

から見ても，権利濫用禁止原則は法律の盲点を補う作用を果たすこともあり，基

本原則で該原則について規定する必要がある。また，イ）権利濫用禁止原則は，

誠実信用原則に違反した場合の結果に過ぎず，手続上の救済的原則であるととも

に，権利行使のための原則ないし公序良俗原則の一部であり，民法の基本原則で

はないことから，基本原則として規定すべきではないが，民事権利の章で民事権

利の行使に関するルールとして規定することはできる等の意見である。

　　　２）立法過程では，本条は各方面からの意見に基づき繰り返し修正が行われた。草

案一審稿では第一章「基本規定」で，民事主体は民事活動を行う場合，法律を遵

守しなければならず，公序良俗に反してはならず，他人の合法的権益を害しては

ならない旨を定めた。草案二審稿では同条文が，民事主体は民事活動を行う場合，

法律に違反してはならず，公序良俗に反してはならず，権利を濫用して他人の合

法的権益を害してはならないと修正された。草案三審稿では権利濫用禁止原則を

第五章に移動し，民事権利行使に関する内容として，民事主体は民事権利を濫用

して他人の合法的権益を害してはならない旨を定めた。検討の結果，最終的に採

択された民法総則では，民事主体は民事権利を濫用して国の利益，社会公共利益

又は他人の合法的権益を害してはならない旨を規定している。

２　条文説明

　　　１）本条所定の「民事権利を濫用してはならない」とは，民事権利の行使が国の利

益，公共利益，他人の合法的権益を害してはならないことである。権利行使には，

一定の制限があり，民事権利の行使が国の利益，公共利益，他人の合法的権益を

害する場合は民事権利の濫用となる。民法では一方で，権利主体による正当な権

利行使を奨励し，他方で，権利行使につき明確な制限，つまり民事権利を濫用し

35 民法通則７条「民事活動においては，社会公徳を尊重しなければならず，社会公共利益を害し，社
会の経済秩序を乱してはならない。」
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て国の利益，公共利益，他人の合法的権益を害してはならないという制限を設け

ている。

　　　２）民事権利を濫用して国の利益，公共利益，他人の合法的権益を害した場合は権

利侵害を構成するが，民事権利の濫用は，権利侵害とは次のような差異がある。

①権利濫用の前提は正当な権利が存在することだが，それは権利行使又は権利行

使に関係する行為であるのに対して，権利侵害行為は一般に正当な権利が存在し

ない。②権利濫用禁止原則は，民事主体による民事権利の行使に対する一定の制

限であり，民事主体は権利を濫用して国の利益，公共利益又は他人の合法的権益

を害してはならない旨の制限を通じて民事権利と国の利益，公共利益，他人の合

法的権益との均衡を実現するのに対して，権利侵害責任は民事主体の権利を保護

するための制度である。

　※参考文献 ①４０７－４０９頁，②４３７－４３９頁，③３３４－３３５頁，④３１

４－３１６頁参照。

（つづく）
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